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１ 教育委員会の事務の管理及び執行状況の点検及び評価について 

 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」という。） 

第２６条第１項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公

表することが義務付けられています。 

  このため、山形市教育委員会では、教育行政の実施機関として、効果的な教育行政の推進に資する

とともに、市民への説明責任を果たすために、平成３０年度に行った教育委員会の権限に属する事務

の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、併せて、教育委員会会議の開催状況、審査議案、

研修や各種大会参加状況等を記載し、報告書として作成し公表するものです。 

 

(1) 点検及び評価の対象 

点検及び評価の対象は、平成３０年度に実施された教育委員会の権限に属する事務、及びその他

山形市教育委員会が所管する事務事業とします。 

なお、平成３０年度事務事業の点検及び評価から、「山形市教育振興基本計画」において位置付

けられている、４つの施策の方向、１２の基本施策、そのもとに示されている施策ごとの具体的な

取組の実績について、点検及び評価を行いました。 

 

(2) 点検及び評価の実施方法 

点検及び評価は、教育委員会の各所属による対象事務事業の自己点検及び評価と、学識経験者に

よる評価（以下「外部評価」という。）により行いました。 

 

①自己点検及び評価 

対象となる事務事業について、山形市教育振興基本計画の施策体系に沿った取組ごとに、目的・

概要、必要に応じて成果指標を設定し、取組の実施状況（実績）、成果、課題及び改善案について、

自己評価を行いました。 

なお、成果指標については、目的や実績を表す際の参考数値であり、この数値のみをもって事務

事業の全ての成果を表すものではありません。 

   

②学識経験者の知見の活用 

   点検及び評価の客観性を確保するため、法第２６条第２項並びに山形市教育委員会の権限に属す

る事務等の管理及び執行状況の点検及び評価実施要綱第５条の規定により、次の２名の学識経験者

（以下、外部評価員）の知見をいただきながら、外部評価を行いました。 

   外部評価員からは、各所属による自己評価の後、山形市教育基本計画の重点目標ごとに、取り組

んだ事務事業のほか前年度からの改善点、自己評価を含めて評価していただき、さらに、教育委員

会全体の事務事業についての総評をいただきました。 
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＜外部評価員＞ 

  ・東北文化学園大学総合政策学部 教授 貝山 道博 氏   

山形市の仕事の検証システムに係る外部検証委員を務め、広く行政評価に関わる。 

平成２４年度から「教育委員会事務の点検及び評価」外部評価員を務める。 

   

・山形大学学術研究院 教授 中井 義時 氏    

平成２７年度まで山形県教育次長を務め、山形県の教育行政に深く携わる。 

平成２８年度から「教育委員会事務の点検及び評価」外部評価員を務める。 

 

  ③外部評価員の意見・助言への対応状況 

   前年度(平成２９年度事業分)の点検及び評価の際に、外部評価員からいただいた意見・助言に対

しては、取組み状況が分かるよう今年度の報告書作成時点での検討、対応状況を記載しました。 

 

 



２　平成３０年度教育委員会の活動状況

(1) 山形市教育委員会

元山形市立小学校長

元小学校教員

宗教法人住職補佐

元山形市立小学校長

会社役員

(2) 教育委員会会議の開催

　毎月１回（原則）の定例会、必要に応じ開催される臨時会を開催し、次の案件・報告について審議等

を行いました。

①教育委員会会議の開催状況

＊定例会 ＊臨時会

②平成30年度教育委員会会議の開催状況

議案第18号　山形・上山地区教科用図書採択協議会委員の選出について

議案第19号　山形市総合学習センター運営協議会委員の委嘱について

議案第20号　山形市郷土館運営協議会委員の委嘱について

議案第21号　山形市総合スポーツセンター条例施行規則の一部改正について

報告事項⑴　新学習指導要領実施に向けたALT（外国語指導助手）の増員について

報告事項⑵　平成３０年度山形市立商業高等学校入学者選抜における採点ミスについて

報告事項⑶　タイ王国柔道ナショナルチームの強化合宿受け入れについて

報告事項⑷　商業高等学校校舎等事業に係る実施方針及び要求水準書案について

議案第22号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

議案第23号　山形市社会教育委員の委嘱について

議案第24号　山形市スポーツ推進審議会委員の委嘱について

議案第25号　山形市少年自然の家運営協議会委員の委嘱について

議案第26号　山形市立図書館協議会委員の委嘱について

中　村　　　篤 平成28年11月12日～令和 2年11月11日

平成30年 5月24日 定例

年度 開催回数 年度

6回 6件 0件 2件

H29 13回 36件

（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

職　名 氏　名 職　業 任　期

教育長 荒　澤　賢　雄 平成28年 4月 1日～平成31年 3月31日

委　員
(教育長職務代理者)

須　賀　まり子 平成27年 4月 1日～平成31年 3月31日

H30 11回 28件 0件 25件 H30

委　員
(教育長職務代理者)

無　着　道　子 平成30年 4月 1日～令和 4年 3月31日

委　員 白　鳥　樹一郎 平成28年11月12日～令和 2年 3月31日

委　員

開催回数議案件数 専決件数 報告件数 議案件数 専決件数 報告件数

5回 5件 0件 0件

開催日 区分 件　　名

2回 3件 0件 1件

H28 10回 32件 0件 18件 H28

0件 28件 H29

平成30年 4月26日 定例
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報告事項⑴　平成３０年度　中２・はたらく体験推進事業実施について

報告事項⑶　登録商標の使用に係る損害賠償について

報告事項⑷　山形市総合スポーツセンター駐車場の供用開始について

議案第27号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

　　　　　　１　圧雪車の購入について

報告事項⑴　第１７回山形市・スワンヒル市短期交換留学生の受け入れについて

報告事項⑵　日本遺産認定について

報告事項⑶　平成３０年度山形市タイ訪問について

報告事項⑷　商業高等学校校舎等改築事業の進捗状況について

議案第28号　県費負担教職員の人事の内申について

議案第29号　平成３１年度使用教科用図書の採択について

報告事項⑴　教育委員会ホームページの充実について

報告事項⑵　タイ王国柔道ナショナルチームの強化合宿の実施報告について

議案第30号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

　　　　　　１　平成３０年度教育費９月補正予算について

報告事項⑴　南沼原小学校校舎等改築事業の進捗状況について

報告事項⑵　平成３０年度全国学力・学習状況調査結果の概要について

議案第31号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

　　　　　　１　平成３０年度教育費９月補正予算について

報告事項⑴　中核市移行に伴う市の事業効果を高める施策（独自性）の検討について

報告事項⑵　第６回山形まるごとマラソンの開催について

報告事項⑶　第１１回山形市民スポーツフェスタの開催について

議案第32号　県費負担教職員の懲戒処分の内申について

議案第33号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

議案第34号　平成３０年度教育委員会事務の点検及び評価について

議案第36号　平成３２年度山形市立商業高等学校入学者選抜基本方針について

報告事項⑴　山形市立商業高等学校校舎等改築事業に関する落札者の決定について

議案第37号　職員の懲戒処分について

議案第 1号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

　　　　　　１　平成３１年度教育費当初予算について

平成30年11月14日 定例

平成30年12月20日 定例

報告事項⑵　株式会社七日町再開発ビルの平成２９年度決算及び平成３０年度事業計画等に
　　　　　　ついて

報告事項⑸　山形市立商業高等学校入学者選抜における学力検査の解答用紙一斉点検調査の
　　　　　　結果について

報告事項⑶　山形市立商業高等学校入学者選抜における採点ミスに係る再発防止と改善策に
　　　　　　ついて

議案第35号　平成３１年度震災による福島県等からの山形市立商業高等学校への受検に係る
　　　　　　実施要項について

報告事項⑵　山形市立南沼原小学校校舎等改築事業に係る実施方針及び要求水準書（案）に
　　　　　　ついて

定例平成30年 5月24日

開催日 区分 件　　名

平成30年 6月26日 定例

平成30年 8月23日 定例

平成30年 9月19日 定例

平成30年10月15日 臨時

平成30年 7月11日 臨時

平成30年 7月20日 定例

平成30年12月25日 臨時

平成31年 2月 7日 定例
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議案第 2号　市議会の議決を経るべき議案に係る市長への意見の申出について

　　　　　　１　平成３０年度教育費３月補正予算について

　　　　　　２　山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例の一部改正について

　　　　　　３　山形市体育施設使用料条例一部改正について

議案第 3号　平成３１年度用「学校教育の重点目標　指導の指針」策定方針について

議案第 4号　県費負担教職員の人事の内申について

議案第 5号　山形市立商業高等学校教職員の人事について

報告事項⑴　南沼原小学校校舎等改築事業の進捗状況について

報告事項⑵　山形市における運動部活動の方針（案）の策定について

議案第 6号　山形市教育委員会職員の人事について

議案第 7号　平成３１年度教育委員会各所属の運営方針について

議案第 8号　平成３１年度山形市立商業高等学校運営方針について

議案第10号　「山形市いじめ防止基本方針」の改定について

議案第11号　山形市社会教育委員の委嘱について

議案第12号　山形市郷土館運営協議会委員の委嘱について

議案第13号　山形市体育施設の管理及び使用に関する規則の一部改正について

議案第14号　「山形市における運動部活動の方針」の策定について

報告事項⑴　平成３１年度「山形市教員研修計画」の策定について

　　　　　　４　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく
　　　　　　　　特定事業に係る契約の締結について

議案第 9号　山形市立小学校及び中学校の施設の開放に関する条例施行規則の一部改正につ
　　　　　　いて

報告事項⑵　「山形市職員・学校教職員のためのLGBT対応サポートハンドブック」作成につ
　　　　　　いて

件　　名

平成31年 3月22日 定例

平成31年 3月 8日 臨時

平成31年 3月19日 臨時

開催日 区分

平成31年 2月14日 定例

平成31年 3月 7日 臨時
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(3) 教育懇談会の開催

　教育懇談会を開催し、次の事項について、各所属長と意見交換を行いました。

①教育懇談会の開催状況（原則として教育委員会会議定例会終了後に開催）

②平成30年度教育懇談会の開催状況

懇談事項⑴　平成３０年度山形市教育委員会計画訪問及び公開研究会等について

懇談事項⑵　山形市立小中学校におけるいじめの状況について

懇談事項⑶　学校給食の異物混入について

懇談事項⑵　平成３０年度海外友好校推進事業（吉林市第二中学受入事業）について　

懇談事項⑴　６月市議会定例会一般質問について

懇談事項⑵　大阪北部地震によるコンクリートブロック塀の倒壊事故の対応について

懇談事項⑶　平成３０年度第１回総合教育会議の開催について

懇談事項⑷　第６２回山形県市町村教育委員会大会の開催について

懇談事項⑸　平成２９年度山形市学校給食センター整備運営事業のモニタリング結果について

懇談事項⑹　タイ柔道ナショナルチームの山形市における強化合宿について

懇談事項⑴　山形県教育庁への要望活動について

懇談事項⑵　山形市教育委員会事務の管理及び執行状況の点検及び評価の実施について

懇談事項⑶　平成３０年度山形市の学校の状況と教職員について

懇談事項⑷　楽天一軍公式戦（７月１０日）について

懇談事項⑴　新学習指導要領実施に向けた民間ALT（外国語指導助手）４名の増員について

懇談事項⑵　山形県中学校総合体育大会成績報告について

懇談事項⑶　山形市教育委員会事務の管理及び執行状況の点検及び評価について

懇談事項⑴　９月市議会定例会一般質問について

懇談事項⑵　平成３０年度海外友好校推進事業（吉林市第二中学校訪問事業）について

懇談事項⑴　平成３１年度の組織改正及び要員配置案（一次内示）について

懇談事項⑵　中央公民館ホールの利用休止について

懇談事項⑶　第６回山形まるごとマラソンの開催状況について

懇談事項⑷　第１１回山形市民スポーツフェスタの開催状況について

懇談事項⑴　平成３０年度「山形県社会教育連絡協議会　社会教育委員表彰」受賞について

懇談事項⑵　図書給食について

懇談事項⑴　１２月市議会定例会一般質問について

懇談事項⑵　平成３１年　第７１回「成人の祝賀式」について

懇談事項⑶　FISスキージャンプワールドカップレディース2019蔵王大会について

年度 開催回数 懇談事項件数

H28 13回 41件

開催日 件　　名

平成30年 4月26日

H30 14回 40件

H29 13回 55件

平成30年 8月23日

平成30年 9月19日

平成30年10月24日

平成30年11月14日

平成30年12月20日

平成30年 5月24日

平成30年 6月26日

平成30年 7月20日

懇談事項⑴　平成３０年度東北六県市町村教育委員会連合会教育委員・教育長研修会の開催につ
　　　　　　いて
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懇談事項⑴　平成３０年度監査結果について

懇談事項⑵　平成３０年度第２回総合教育会議の開催について

懇談事項⑶　平成３０年度　山形市立学校教職員褒賞者受賞者について

懇談事項⑷　平成３１年第７１回「成人の祝賀式」実施状況について

懇談事項⑸　FISスキージャンプワールドカップレディース2019蔵王大会の実施状況について

懇談事項⑴　平成３０年度　山形市立小・中学校卒業証書授与式参列者について

懇談事項⑴　平成３１年度教育委員会各所属の運営方針（案）について

懇談事項⑵　成年年齢引下げに伴う「成人の祝賀式」の開催について

懇談事項⑶　学校健診情報の研究利用について

懇談事項⑴　学校検診情報の研究利用について

懇談事項⑴　３月市議会定例会一般質問等について

(4) 総合教育会議の開催

　平成30年度は2回開催し、次の報告・協議題について、市長と教育委員会において意見交換が行われ

ました。

①総合教育会議の開催状況（市長主宰・教育委員会補助執行）

②平成30年度総合教育会議の開催状況

報告⑴　山形市の児童・生徒の現況について

報告⑵　学校施設整備の方針について

協議⑴　ＩＣＴ環境整備の推進について

報告⑴　中核市移行に伴う教育関連事業について

協議⑴　部活動の在り方について

協議件数 報告件数

件　　名

平成31年 2月14日

平成31年 3月19日

平成31年 3月22日

年度 開催回数

平成31年 1月23日

平成31年 2月 7日

開催日

H29 2回 2件 3件

H28 2回 2件 0件

H30 2回 2件 3件

開催日 件　　名

平成30年 8月 2日

平成31年 2月 6日
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(5) 計画訪問及び公開研究会の視察

　教育委員会が小中学校等を訪問し授業を参観するとともに、学校経営の状況等について学校長と懇談

を行いました。

　また、小中学校で開催される研究会に参加し、特色ある教育活動などについての視察を行いました。

①学校計画訪問

西小学校

第二小学校

出羽小学校

第二中学校

蔵王第一小学校

第九中学校

第八小学校

第十中学校

②公開研究会

金井小学校

宮浦小学校

第三中学校

(6) その他の活動状況

①施設見学

②会議、大会、研修会等への参加（山形市教育委員会主催・共催の主なもの）

山形市教職員辞令交付式

商業高等学校入学式

永年勤続教職員退職者感謝状贈呈式、幼小中高等学校長会議

山形市中学校総合体育大会

平成３０年度第１回山形市総合教育会議開催に向けた打ち合わせ

中体連東北・全国大会出場選手及び監督壮行激励会

山形市立商業高等学校　創立１００周年祝賀会

第６回　山形まるごとマラソン

山形市教育委員会と各小中学校PTA会長との教育懇談会

山形市民スポーツフェスタ

平成30年 5月23日

平成30年 6月 4日

平成30年 7月11日

平成30年 7月17日

平成30年10月 1日

平成30年10月16日

平成30年11月12日

開催日 実施校

年度 施設数 名　　称

H30 4施設 佐藤繊維株式会社（寒河江市）、千歳小学校新校舎内覧、学校給食センター、市庁舎内美術品見学

平成30年11月16日

開催日 実施校

平成30年10月 1日

平成30年10月10日

年　月　日 会議・大会等名

 平成30年 4月 2日

 平成30年 4月 8日

 平成30年 4月13日

 平成30年 6月16日

H29 2施設 山寺行啓記念殿、旧山寺ホテル

H28 3施設 山寺芭蕉記念館、新野球場、米沢市立図書館「ナセＢÅ」

 平成30年 7月20日

 平成30年 7月25日

 平成30年10月 3日

 平成30年10月 7日

 平成30年10月12日

 平成30年10月14日
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教育員会事務点検・評価にかかる外部評価員総評

市長、教育委員会、小中高校長との教育懇談会

山形市学校保健大会

第７１回成人の祝賀式

平成３０年度第２回山形市総合教育会議開催に向けた打ち合わせ

教職員褒賞式、教職員褒賞受賞者懇談会

文化活動優秀児童生徒市長褒賞式

商業高等学校卒業証書授与式

平成３０年度山形市立小学校卒業証書授与式

平成３０年度山形市立中学校卒業証書授与式

村教管内教職員退職辞令交付式、永年勤続表彰式

③会議、大会、研修会等への参加（山形市教育委員会主催・共催以外の主なもの）

全国都市教育長協議会　第１回理事会 東京都

東北都市教育長協議会　第１回役員会・定期総会・研修会 宮城県県石巻市

東北六県市町村教育委員会連合会　教育委員・教育長研修会 山形市

第62回山形県市町村教育委員会大会 寒河江市

市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック） 山形市

東北都市教育長協議会　第２回役員会 岩手県宮古市

全国都市教育長協議会　第４回理事会 東京都

山形県都市教育長会　総会 上山市

東南村山地区教育懇談会 上山市

山形県市町村教育委員会協議会　教育長会総会 山形市

(7) 教育委員会活動の情報発信

　ホームページや広報紙などを活用し、教育委員会活動の情報発信に努めました。

　具体的には、山形市公式ホームページにおいて教育委員会のページを設け、教育委員会のしくみ、会

議の周知や会議録の公開、各所属からのお知らせなど、教育委員会活動に係る幅広い情報の発信に努め

ました。

会議・大会等名

 平成30年10月23日

 平成30年10月31日

 平成30年11月15日

 平成31年 1月13日

 平成31年 1月16日～ 1月21日

 平成31年 1月23日

年　月　日

FISスキージャンプワールドカップレディース2019蔵王大会
第１戦（個人）、団体戦、第２戦（個人）

山形県市町村教育委員会協議会
幹事会・理事会・定期総会・研修会

 平成30年11月 6日

 平成30年11月16日

 平成31年 2月 8日

 平成30年 7月13日

 平成30年 8月 3日

 平成30年10月15日～10月16日

年　月　日 会議・大会等名 開催都市

 平成30年 4月12日

 平成30年 4月19日～ 4月20日

 平成30年 5月25日 山形市

 平成30年10月25日～10月26日

 平成30年11月 2日

 平成31年 2月 7日

 平成31年 2月22日

 平成31年 3月 3日

 平成31年 3月16日

 平成31年 3月18日

 平成31年 3月29日
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３　平成２９年度事務事業に対する外部評価員の意見・助言への対応状況

学校教育の充実

価値ある豊かな体験活動の充実

施策の方向1

基本施策1 魅力ある学校づくり

1

施策1-1 主体的・協働的・創造的に学ぶ授業づくりの推進と確かな学力の育成

検討・対応状況（令和元年6月現在）意見・助言（平成30年10月現在）

2

4

№

施策1-2

検討・対応状況（令和元年6月現在）№ 意見・助言（平成30年10月現在）

3

今年度の報告書に初めて全国学力学習状況調査（小・

中学校）の結果が記載された。平成29年度については、

小学校はほぼ全国並みの成績であったが、中学校は全国

を上回る結果であった。なぜ中学校の成績が良かったの

か知りたいところである。

教育委員会としてこの結果をどう受け止め、今後どう

いう対策を講じていくのか、ご検討していただいている

のであれば、記載していただきたい。

小中学校において、授業改善が進み、学習内容を覚え

るだけでなく、身に付けた知識を活用する学習が継続的

に展開されている。中学校において、近年生徒指導上の

問題が少なく授業に集中できている。加えて、学校以外

で学力を補完される機会が多くなっている。

また、各校において、学習内容のまとまりごとに、一

人ひとりの児童生徒に学習が身についているかを判断で

きるような評価問題を工夫し適宜評価が行われているこ

となどが良い結果につながっていると考えられる。

教育委員会としても、各学校における結果分析と対策

の報告を受けて、実態に基づいた、それら改善策の計画

的な実践を支援している。また、結果や分析について、

山形市、各学校とも保護者に通知し、学力向上に向けて

共通理解を図っている。

今後も、各小中学校において、新学習指導要領の趣旨

を踏まえた、主体的・協働的・創造的に学ぶ授業づくり

が展開されつつあるので、学校教育の重点目標「指導の

指針」を基に、指導過程の例示を示し、市内各学校へ周

知を図ると共に、計画訪問や要請訪問等を通して、指導

方法や指導計画等について話し合い、学力向上に向けた

授業づくりについて指導・助言を行っていく。

【学校教育課】

魅力ある学校づくりについて、各学校が目的をしっか

り持って主体的に進めていることを評価したい。

学校教育目標具現化にどのように結びついているか、

子どもにどんな力がついたのかの客観的評価や、地域住

民・保護者等の評価等も取り入れ、各学校が主体的に魅

力ある学校づくりの活動を見直し、改善していることは

好ましいことである。

また、担当課（学校教育課）においても、計画と報告

をしっかり精査しながら指導、支援している。目標達成

のための裁量の予算が活用できることは、校長の主体的

な学校経営を促すものであり、今後も継続した指導をし

ていだくとともに、各学校裁量で活用できる予算の拡充

を期待したい。

各小中学校において、地域の教育力等を活用した教育

課程を編成し、魅力ある学校づくりに努めている。

太鼓や舞踊などの伝統芸能に取り組むことを通じて、

地域文化を継承しようとする郷土愛を育んだり、農作業

に取り組むことを通じて、山形の主要産業である農業へ

の関心を高めたりしている。

各学校に特色ある活動を実践するための予算を確保し、

計画に基づき学校の裁量で取り組みを実践している。社

会的なニーズとして、地域に開かれた学校づくりが求め

られていることを鑑みると、今後もそれぞれの学校が地

域の人材を活用して特色ある取り組みが継続されるよう

に取り組んでいきたい。

【学校教育課】

全国学力・学習状況調査結果について、３カ年分、且

つ国や県との比較の中で数値等公表していることを評価

したい。さらに、中学校において、国語・数学のＡ問題、

Ｂ問題共に高い水準にあることは大変好ましいことであ

る。

担当課（学校教育課）においては、中学校における学

力安定の要因をしっかり分析・考察し、その良さをさら

に伸ばす指導をしていただくとともに、各学校の実態に

応じた学力向上対策についても把握し、適切な指導・支

援をお願いしたい。

中２はたらく体験推進事業は、生徒に職業意識を醸成

し、社会人として生きていく力「社会人基礎力」を養成

するために効果的な取り組みである。

若いうちから体験することがより効果的である。体験

できる登録事業所も253となり、実施体制もかなり整備さ

れてきた。

社会で役立つマナー講習会などの体験的な学びの実施

も良い試みである。今後とも積極的に取り組んでいって

ほしい。

中学生に望ましい勤労観や職業観を育成すると共に、

自分の将来や進路、職業や生き方などについて考える有

意義な事業である。

参加した1,449名の生徒が、延べ565の事業所で活動し

た。

新学習指導要領は、社会に開かれた教育課程を重視し、

子どもたちや地域の力による未来の創造を見据えた教育

の実現をめざしていることを踏まえると、学校と地域、

企業、行政が連携を深めて取り組んでいる本事業に対し

て、継続した支援が必要である。

【学校教育課】
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時代の変化に対応した教育の推進

5

6

施策1-3

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

少年自然の家の学校教育への支援については、「テン

ト設営のビデオ作成」や「ホームページの整備と充実」

等、常に努力・工夫されている。また、ここ数年、リス

クマネジメントの対応が充実しており、大きな事故も見

られないことは好ましいことである。さらに、学校の多

忙化や市内の学校事情及び利用者のニーズに応じて研修

会の開催場所や内容を工夫していく検討をしていること

を高く評価したい。

お願いであるが、各学校は自然の家での宿泊学習体験

（２泊３日）を中核に、事前、事後等かなりの時間をか

けて学習したり、準備したりしている状況である。この

こと自体にも良さはあるが、学校の多忙化等の解消や

違った視点からの目標の設定を考え、学校における事前

学習、事前指導、事前準備、事後学習をなくし、すべて

自然の家で終えるプログラムの事例を考えることを検討

いただきたい（小中学校等における、１泊２日及び２泊

３日プラン等）。

利用する学校が少年自然の家の施設や設備、プログラ

ムをより活用しやすいように、ホームページの充実や新

型テント設営等のビデオの作成及び配信等に取り組んで

いる。今後も利用する学校の要望などに応えながら適宜

更新していきたい。また、リスクマネジメント研修とし

て、想定される危険について伝えるだけでなく、「利用

目的の明確化が一番のリスクマネジメトである」という

考え方を伝えている。教員も児童生徒も目的意識をしっ

かりともって宿泊学習に取り組むことが、事故や怪我の

防止につながると考える。

教員の多忙化解消、負担軽減等については、ホーム

ページから必要な書類をダウンロードすることができる

ようにしたり、わざわざ来所しなくとも活動のイメージ

をもつことができるような動画を配信したりしている。

さらに、指導者講習会の会場として、4月の学校が大変忙

しいとき、11月の積雪が心配な時期には、市街地公民館

で行うことにした。ただし、若手の教員が増えてきてい

る現状から、自然の家の利用が初めてで不安だという指

導者には、利用2週間前までに行う事前打ち合わせの中で

実技研修を行うことも可能にしている。さらに利用団体

のニーズに合わせた個別の事前打合せを実施していきた

い。

事前学習及び事後学習は、児童生徒が明確な目的意識

をもって宿泊学習体験を行い、自分の成長を実感するた

めに欠かせない。1泊2日もしくは2泊3日の中で、子ども

が自分や仲間と向き合いながら成長するために、利用す

る学校もこうした取り組みを大事にしている。自然の家

でも学校のこうした思いや取り組みを支援していきたい

と考えている。それだけに、学校における事前学習、事

前指導、事前準備、事後学習をなくし、すべて自然の家

で終えるプログラムの事例を考えることについては、現

在、検討していない。

【少年自然の家】

スワンヒル市との短期交換留学についてであるが、訪

問先でどのような交流を行ってきたのか、その内容につ

いても具体的に記載していただきたい。

スワンヒル市とは長年にわたって交流を続けているよ

うであるが、毎年度その教育効果について分析・評価し、

問題点を洗い出し、改めるべきところは改めるべきだと

思う。

この事業が中・高校生にとても良い教育効果をもたら

しているということであれば、新しい留学先の開拓も含

めた交流事業のさらなる充実・拡大を図るべきであろう。

平成30年3月のスワンヒル市訪問では、学校訪問、体験

入学（1日）、市民交流会のほか、歴史施設や農業施設訪

問見学を通して見聞を広げた。また、オーストラリアン

フットボールなどの独自の競技に触れる機会も得られた。

ホームステイでは、家庭の一員として触れ合い、異文化

を身近に感じる体験ができた。

同7月の本市への受け入れ時には、茶道・俳句・書道な

どの日本文化体験のほか、山寺・蔵王のお釜見学や学校

体験入学（2日間）を含む文化交流を行った。

教育効果としては、自己表現の向上が挙げられる。3月

の激励会、4月の報告会、7月の歓迎会・送別会や記録集

など、自己表現する場面を比較すると、堂々と英語で発

表するなど、留学生全員が大きく表現の幅を広げられた

様子が見られた。

本事業は40年近く続く姉妹都市としての歴史に支えら

れたプログラムであり、2020年はオリンピック開催に関

わる変更も予想されるが、今後も歴史を引き継ぎながら

継続していきたい。

【学校教育課】
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一人ひとりの教育的ニーズに応える特別支援教育の充実

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

8-2

8-1

施策1-4

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

7

9

小学校英語教育については、年々ＡＬＴ派遣要請が増

えていく中、直接雇用のＡＬＴ13人が手分けして小学校

英語教育をサポートしているようだが、英語教育のため

のスクールボランティアやスクール・サポーターなどの

増員や教育施設・設備の充実を含めて、より抜本的な対

策を講じなければならないと思われる。

これからは英語教員やALTを補助し、側面から支援する

スタッフを養成し、確保していくことが求められる。

平成30年9月より、民間のＡＬＴを4名新たに採用し、

計17名で51校を分担するシステムを構築した。学校の規

模に合わせてグループを組み、2週間サイクルで全ての小

中学校を1日単位で訪問している。

小学校においては、給食や清掃の時間も共に活動する

ため、ＡＬＴと児童が触れ合う時間が増え、外国語への

興味・関心の増大が見られると報告を受けている。

令和2年度の新学習指導要領の完全実施に向けて、更に

増員を図り、小中学校の国際理解教育および外国語教育

を支援していく予定である。

地域のボランティアを活用し、うまく機能している学

校もある。学校とボランティアの方との条件が合うよう

な人材の確保が課題である。ボランティア等の力をさら

に充実していく方策を探っていきたい。

【学校教育課】

各学校等が空き教室を活用した「Engrish Room」が少

しずつ増えていることは好ましいことである。良い事例

を整理し、広める努力をしてほしい。

外国語教育をはじめ、ＩＣＴの利活用、プログラミン

グ教育の充実は、今後の教育で非常に重要性をもつもの

である。2020年度から完全実施される新学習指導要領は、

「社会に開かれた教育課程」が重要課題になっているが、

その意味する一つに、2030年度、つまり10年後に活きる

子どもたちの社会がどうなっているかが予想され、その

ような社会の変化の中で生き抜く資質・能力を子どもた

ちに育むことが求められている。

ＩＣＴの利活用、プログラミング教育、外国語教育に

ついては、「カリキュラム」「教員研修」「施設・設備、

備品、教材・教具の充実」「地域人材の協力」の４つの

視点から先の見通しをしっかり持った計画で進めていた

だきたい。

English Roomについては、年度によるばらつきはある

ものの実践例が増えつつある。掲示や表示を含む様々な

事例を積極的に紹介していきたい。ENGLISH CORNERとし

て掲示板を利用して、自国の文化や季節による文化の違

いについて紹介しているＡＬＴもいる。

不透明な社会を生き抜くためには、技術を学ぶだけで

なく、ＩＣＴを活用した学び方、プログラミング教育で

生き抜く力を身に付けさせることが必要である。

カリキュラムについては、特にプログラミング教育に

おいて、教育研究所の調査研究事業として、実践を積み

重ね、プログラミング教育の年間計画の素案を作成し、

山形市におけるプログラミング教育の導入に向けた基盤

づくりを行う。

教職員研修は、平成30年度まで「小学校外国語教育」

として実施してきた。今後は、中学年・高学年に分けて、

児童の発達段階や目標に合わせた授業づくりを推進して

いく。同様に、中学校の授業づくりに関する研修会を開

催し、連携・接続を意識した実践を促していく。

施設・設備、備品、教材・教具の充実については、タ

ブレットを小中学校３校と学習センターに導入し、効果

的な活用について実践を積み重ねている。

地域人材の協力については、人材の確保が課題ではあ

るが、スクールボランティアの募集を市報に掲載するな

どして登録数を増やすよう努めている。今後も継続して

いきたい。

【学校教育課】

特別な支援を要する児童生徒も小中とも年々増加して

いる。この傾向は平成29年度でも同様であった。この対

策として、特別支援指導員36名を配置し、担任だけでは

児童生徒の安全確保、十分な学習環境が難しい16の学級

と通常学級に在籍の特別な支援を要する児童生徒に対し

て個別支援が必要な20の学級を見ていただいている。

また、総合学習センターにも2名の特別支援教員を配置

し、発達障がいやその疑いのある幼児や児童生徒を見て

いただいている。こうした体制を整えてきていることを

高く評価したい。

特別支援を要する児童生徒への適切な対応のため、そ

してクラス担任の教員の負担を軽減するためにも、特別

支援指導員によるクラス担任の先生への支援・指導もま

た不可欠である。

各小中学校において、特別な支援を要する児童生徒は

増加傾向であり、教員のみによる指導や対応が非常に厳

しい状況にある。このため、市独自に採用している特別

支援指導員の配置によって、より適切な支援・指導を行

うことができる体制が整ってきており、学級担任の負担

軽減にも結び付いている。

また、総合学習センターの特別支援相談員は、就学児

をはじめ児童生徒とその保護者、教員からの聞き取り、

その子どもに適した指導の実現に向けて、助言及び支援

を行っている。

今後とも、支援が必要な児童生徒への適切な支援・指

導を行うとともに、学級担任のサポートができるよう、

教育委員会と学校が綿密な連携を図りながら対応してい

きたい。

【学校教育課】

小学校における教科としての外国語（英語）・外国語

活動の実施に伴う対策として、ＡＬＴの増員、スクール

サポーター・スクールボランティアの増員を考えている

ことは評価できる。

国や県への専科教員等の要望を行いつつ、市としてで

きること、学校の体制でできること、地域住民の協力を

得てできることなど整理し対策を考えてほしい。
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教職員研修の充実と指導力の向上施策1-5

12

検討・対応状況（令和元年6月現在）№ 意見・助言（平成30年10月現在）

10

11

№ 検討・対応状況（令和元年6月現在）意見・助言（平成30年10月現在）

通常学級に所属する発達障がい等を抱えた特別な支援

を必要とする子どもが年々増えている状況での対応につ

いては、どの市町村も苦慮している。

また、国や県の加配教員等も増加していない中で、36

名の特別支援指導員の学校への配置、中学校における通

級指導教室の開設、専門的な知識や検査技能をある特別

支援相談員の学習センターへの2名配置等、学校、教員、保

護者等をサポートする人的措置について高く評価したい。

特に、発達障がい等の疑いのある児童生徒の検査等に

ついては、検査等に対応できる医療機関、専門機関が少

ないこと、学校等においても検査分析できる教員が少な

いことが県内の課題になっているが、山形市独自に研修

を実施し、ＷＩＳＣⅢ知能検査等の実施できる教員を育

成していくことは今後も継続していただきたい。

すべての学校を訪問しているわけではないが、学校で

は特別な支援を必要とする子どもや保護者への個別の対

応、その中での学級経営に苦慮している。そのことで右

往左往し、学校の教育全体が円滑に進められない状況も

見られる。同じような状況にあっても、困難なく学級経

営、学校経営を進めている学校も見られる。その差は、

特別教育支援体制を踏まえた学校経営の進め方にあり、

学校経営の視点からの「特別支援教育体制」「担任サ

ポート体制」について、状況を把握し適切な指導・支援

をお願いしたい。

山形市では、市独自に採用している特別支援指導員を

36名配置、通級指導教室11学級（小学校7校、中学校4

校）を開設し、特別な支援を必要としている子どもたち

をサポートしている。

また、発達検査等を実施できる教員の育成については、

引き続き課題となっているため、今後も校長会と連携し

ながら必要な研修会を実施し、学校などにおいても、検

査・分析できる教員が少しでも増えていくよう取り組ん

でいきたい。

「巡回相談」などを活用して、学校としての指導体制

の在り方や指導方法などのサポートを行っている。今後

も継続して学校を支援していきたい。

学校では、特別な配慮を必要とする児童生徒の増加に

伴い、特別支援教育の重要性を実感し、意識の高まりが

みられる。そのような学校の意向を受け、学校との連携

を密にし、今後も一層充実した支援体制を作れるよう努

める。

【学校教育課】

幼児期からの「ことばの教室」の相談・指導について

は、その体制が充実されていることを高く評価したい。

今後も小学校の言語活動通級教室との連携を強化しな

がら、早期対応を進めていただきたい。同時に言語活動

通級教室を牽引してきた年配教員等の退職も視野に入れ、

県とも連携しながら計画的な教員育成を進めていただき

たい。

ことばの教室で相談・指導を受けている幼児の数は、

増加傾向にある。

早期に指導を行うことにより、就学前に指導を終了す

る幼児も多く見られるが、継続の場合は、小学校へ指導

内容を引き継ぐこともある。

保護者からも本事業への需要は多くある中、指導者の

確保が急務である。ことばの研修会を行うことにより、

継続実施に向けて若手の育成を行ったり、退職教員の活

用を行ったりして、教員育成に努めていく。

【学校教育課】

50代の教員の占める割合が多いこと、学校の多忙化が

解決されていないこと、児童生徒や保護者とのかかわり

でストレスを感じていることなどから、教員の心身の健

康管理には最善を尽くしていただきたい。

学校における働き方改革を今後も強固に推進し、多忙

化解消に努めていくと共に、教職員一人に校務分掌上や

児童生徒の指導、保護者対応等の過度な負担がかからな

いよう管理職による適切な勤務管理に努めていく。

また、ストレスチェックにより心身の状況を把握し、

病気になる前に医師との面談などを活用して健康管理に

努める。

【学校教育課】
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安全・安心の学校づくり

生命を守る安全教育と防災教育の徹底

いのちの教育の充実

意見・助言（平成30年10月現在）

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

施策2-2

基本施策2

15

施策2-3

13

№ 検討・対応状況（令和元年6月現在）

14

防災教育については、教育委員会で作成した「山形市

防災マニュアル作成ハンドブック」に基づき、各学校の

状況に応じて「学校防災マニュアル」が作成されたこと

で、より具体的、実効的な防災体制が確立できたことは

とてもよいことである。

今後は、防災体制から、一人ひとりの防災に対する危

機意識と対応能力を育む「防災教育」をどう進めるかに

ついて、学校のカリキュラムの中に位置づけて進めてほ

しい。

各学校において「学校防災マニュアル」や「学校防災

計画」が整備されたことで、自校と学区の現状を把握し

た上で、想定される自然災害や火災に対して、発生前、

発生時、発生後に対応すべき事項が具体的に示された。

各学校においては、総合的な学習の時間等を活用し、

マニュアルに基づいた避難訓練等の実施や、災害に対す

る理解を深めるための指導等が行われた。

【管理課】

防災教育については、新学習指導要領の社会科におい

て充実を求められている指導内容である。ハザードマッ

プをもとにして、自分が住んでいる地域で備えが必要な

災害を確認したり、学校防災マニュアルをもとに、学校

生活において、自分が何をすべきかについて確認したり

することにより、子どもたちの危機意識を高め、対応能

力の向上につなげていきたい。

【学校教育課】

学校における「健康教育」「いのちの教育」について

は、いのちの学習研修会として実施した「いのちの大切

さを学ぶ防災研修会」「学校における食育の推進の研修

会」「養護教諭を対象にした発達障がい児童生徒への対

応の研修会」は、現在の学校課題に即した、適時適切な

研修である。

このような研修は、１回で終わすことなく継続して実

施すること、学校教育の実践につなげることが大切であ

る。いのちの教育には、「生命・生き方・生活」と幅広

い概念があるので、取り組む内容を「防災」「食育」

「発達障がい」等に絞り、継続していくことを希望した

い。

現在、「いのちの教育」の位置づけとしては、大変幅

広い内容（学校教育の教科、道徳、総合的な学習の時間、

特別活動の学習、生徒指導等）となっていて、生徒の実

態に応じたカリキュラムづくりが行われている。例えば、

修学旅行における平和学習や、震災体験者の話を聞く会

等の例があげられる。

今後も「いのちの教育」の充実に向けて、医療関係、

教育関係等、さまざまな立場の方々からの指導・助言等

をもとに、いま現場で必要とされる指導や学習等へ生か

していけるよう検討していく。

特に「発達障がい」に関する研修については、喫緊の

課題であるため今後とも継続した研修となるよう検討し

ていく。

【学校教育課】【スポーツ保健課】

学校における「健康教育」「いのちの学習」の推進に

ついては、（1）保健学・保健指導の推進、（2）「いの

ちの学習」の推進、（3）肥満度傾向児童健康指導、

（4）教育相談の充実、（5）学校保健大会の開催の何れ

も、テーマ、目的、実施内容（参加者数、講演者名、講

演内容、研修内容等）が具体的に記載されているので、

それぞれの事業をよく理解できた。今後とも、毎年タイ

ムリーな課題やテーマを設定し、それに見合った研修内

容、講演内容にしていっていただきたい。いのちの学習

研修会で最も重要なのは、推進委員をお務めの各専門家、

学校の教職員、児童生徒の保護者での話し合いであり、

３者間での情報と問題認識の共有化が問題の解決の糸口

を見つけることにつながっていくと思っている。

生命尊重・人間教育を基盤にし、自他のいのちを大切

にする心を育むための、「いのちの教育」の充実のため

には、ご意見、助言にもあるように課題やテーマを毎年

設定し、充実した研修内容となるよう努めている。

しかし、昨今いのちの教育に関する課題は多岐にわた

り、新たな課題が頻発する中で、課題やテーマを絞り込

むことが大変困難な現状となっている。

そのような中で、「いのちの教育推進懇談会」をさま

ざまな視点からの貴重な意見を伺える機会と捉え、懇談

会で話題となった内容を加味しながら「いのちの教育研

修会」を計画し、各専門家、学校の教職員、保護者等が

共通理解を図った上で、いのちの教育の充実を進めてい

きたい。

【スポーツ保健課】
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生徒指導・教育相談体制の充実

16

17

18

施策2-4

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

不登校児童生徒対策についてであるが、不登校や別室

登校の児童生徒が、平成29年度も引き続き増加したこと

は心配である。

この問題に対処するため教育相談員を小学校1校、中学

校13校に配置しているとのこと。教育相談員の方は学校

の求めに応じて適宜学校回りをしてくれていると思うが、

この数で足りているのであろうか。不足しているのであ

れば、教育相談員の増加も検討すべきであろう。

この問題に関する教職員の研修も必要である。一般の

教職員も研修を受けて、こうした問題への対応の仕方を

身に着け、教育相談員と一緒になって不登校や別室登校

の児童生徒に向き合っていくことが必要であろう。

問題が発生した時の初期対応は必然的にクラス担任が

しなければならないが、その対応を適切に行うためにも、

一般の教職員のレベルアップが必要になってくる。

そうした中で、総合学習センターの相談員の支援によ

り、適応教室に通う児童生徒から学校への復帰や高校へ

進学する児童生徒の割合が、平成29年度は目標の30％を

達成できた。このことは良としたいが、前年度の実績

57％を大きく下回ってしまったのは残念である。

今後も関係者、関係機関が一層連携・協力し、一人で

も多く不登校児童生徒を学校に復帰させていただきたい。

不登校対策の1つとして、中学校を中心に市独自に採用

している教育相談員を配置して不登校や別室登校の児童

生徒の未然防止や改善に努めている。

市教育相談員には、中学校学区の小学校と連携し、小

学校で対応しているケースもあり、小中学校ともニーズ

が増えている現状がある。今後とも中学校学区としての

小中連携を推進していく必要がある。人員増加について

は、望ましいことであるが、引き続き検討していきたい。

教職員の研修に関しては、今年度より中核市移行に伴

い、新規の研修会を計画している。その中には、山形市

の教育課題である不登校児童生徒に関する研修会も予定

している。具体的には「いじめ・不登校対応研修会」

「Ｑ－Ｕアンケート結果の見方と学級への生かし方研修

会」「学級経営・集団づくり研修会」などがある。不登

校児童生徒が出てからの対応というよりも、未然防止と

いう視点からの研修を取り入れ、教職員の資質・能力の

向上を図りたい。

適応教室に通う児童生徒の学校への復帰や高校へ進学

する児童生徒の割合を高めていくために、今後も学校、

適応教室、保護者、その他関係機関が連携・協力し学校

復帰を目指して取り組んでいきたい。

【学校教育課】

いじめの問題について生徒指導の充実と校種間連携の

強化で対応しているとのことだが、平成29年度では深刻

な問題に至るケースがなかったようで何よりである。

いじめを防止し、発見するためには、教員による日常

的な児童生徒の観察、児童生徒に対するアンケートによ

る実態把握が必要不可欠である。時々には保護者へのア

ンケートも行う必要があろう。

問題が発覚した場合、速やかに校長・教頭を含む学校

すべての教員に報告し、学校全体で問題の解決に努める

べきである。

また、問題の重大さに関係なく教育委員会への報告も

怠ってはならない。いじめの問題に対しては、教育委員

会の学校への指導・助言も必要であろうが、あくまでも

学校が主体的に問題解決に努めるべきであろう。そのた

めには教員の研修も繰り返し行う必要もあろう。

児童が安心して学校に通える環境をつくる責務が学校

側にある。

いじめの防止、発見に向けては、教職員による日常的

な児童生徒の観察等、実態把握が大切である。各学校に

対しては、いじめの認知について、「いじめの芽」や

「いじめの兆候」などもしっかりと捉え対応するように

指導している。年2回は必ず児童生徒、保護者に対してア

ンケートを行うようにしている。

生徒指導主事等の研修会では、「指導の指針」に記載

している『「いじめ」に組織的に対応するために（基本

ステップ）』を活用し、研修を行っている。教育委員会

への報告については、毎月1回の報告を原則とし、各学校

の状況把握に努めている。心配な報告内容については、

学校と連携を図りながら、一緒に対応について話し合い、

解決策を考えるように努めている。

教職員の研修に関しては、今年度より中核市移行に伴

い、研修会を充実している。「Ｑ－Ｕアンケート結果の

見方と学級への生かし方研修会」「学級経営・集団づく

り研修会」など、未然防止という視点からの研修を取り

入れ、教職員の資質・能力の向上を図りたい。

【学校教育課】

いじめ、不登校等への未然防止、早期発見、適切な対

応については、今回示された事務事業の内容の他に、学

校教育指導の重点「指導の指針」の中で詳細に示されて

いるし、担当課で、各学校の現状や問題、または、個別

の事案について丁寧に対応し、指導・支援していただい

ていることをまず高く評価したい。これだけの規模での

決め細かな計画と対応は他市町村に誇れる内容である。

また、いじめ防止基本方針の改定について、県内各学

校の改定が遅れている中で、山形市においては昨年度中

にすべての学校が改定し、しかもホームページに掲載し

ていることは、迅速且つ社会に開くという視点から評価

できることである。

また、昨年度も申し上げたが、事件・事故が起きた場

合の事務局職員の動きや学校等と連携した速やかな事実

確認、調査、諸対応等のマニュアルが実効性のあるもと

して機能していることはすばらしいことである。

「指導の指針」を活用し、今後もいじめ、不登校等の

未然防止、早期発見、適切な対応について周知徹底を図

り、丁寧な対応に努めていきたい。

「学校いじめ防止基本方針」において、各学校におい

て改定が済んでいる。今後は「学校いじめ防止基本方

針」に基づいて、１つ１つの事案に対して丁寧に取り組

んでいく必要がある。

事件・事故が起きた場合のマニュアルに関しても、今

後も実効性のあるものとして取り組んでいきたい。教育

委員会と学校が連携を深め、必要に応じて専門家の助言

を受けながら、適切な対応になるよう努めていきたい。

【学校教育課】
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学校給食の充実

20

21

22

19

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

施策2-6

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

いじめの認知件数の増加についてはプラスに考えてい

ただきたい。昨年度の国の公表では、山形県は1000人あ

たりの認知数は56.6人で全国5番目に高かった。山形市の

1000人あたりの認知数も示してほしい。

また、いじめ防止対策で大切なことは、「学校のいじ

め防止基本方針」が徹底されることである。５～８ｐあ

る基本方針の中から、一人ひとりの教員が「徹底すべき

項目」をＡ４裏表に整理し、ラミネートして常に持ち歩

く、または、見える場所に置く等の指導・支援も検討願

いたい。

認知件数の増加は、教職員がアンテナを高くして、児

童生徒の実態把握に努めている証であると捉えている。

「いじめの芽」や「いじめの兆候」などもしっかりと捉

え対応するように指導している。山形市の1000人あたり

の認知数も示していけるよう検討していきたい。

「学校いじめ防止基本方針」が実効性のあるものにす

ることが大切である。生徒指導主事会等を通して「学校

いじめ防止基本方針」の要点を一人ひとりの教員が身に

つけられるように努めていく。全職員が、組織的に対応

し、一人ひとり意識高く取り組むことができるような研

修を取り入れたり、指導したりしていきたい。

【学校教育課】

不登校児童生徒数の増加については憂慮すべき事態で

ある。平成29年度より別室登校児童生徒のデータが消え

たが、このことについては、県の調査がなくなったとい

うことで理解している。いずれにしてもその是非につい

ては、山形市独自で主体的に考え対応していただきたい。

教育行政は各学校や教員等への指導も担っているわけ

であるが、最も大切なことは、今、子どもたちはどう

なっているかという現状を正しく認識することである。

子どもたちの状況を整理することで課題が明らかにな

り、そこから、実効性の対策が生まれると考えている。

引きこもり→民間のフリースクール→市の適応教室→

学校の別室学習室や保健室の状況がどうなっているか、

一人の子どもが「ひきこもり」から「通常学級への復

帰」までにはどのような道筋があって、その中で、互い

の連携や教育行政の対策がどうであったのかを整理して

いくことはとても大切なことである。

不登校児童生徒数の増加については、山形市の大きな

教育課題であると捉え、対応していきたい。そのために

も、実態把握は重要なことである。月7日以上及び累計15

日以上欠席している児童生徒の状況や、その児童生徒に

対する指導の状況について、学校から毎月報告を受ける

など、不登校児童生徒の実態や要因の把握に努めている。

学校では、定期的に教育相談委員会を開き、一人ひと

りの実態を把握し、子どもの状況を教職員全体で共通理

解している。市教委と学校が連携して、情報を共有した

り、対応策を話し合ったりして、状況の改善に向けて取

り組んでいる。

一度、不登校状態となった子どもについては、継続し

て報告をもらい、その子どもの動向を捉えていけるよう

に努めている。不登校児童生徒の心の状態はさまざまで

あるため、今後も一人ひとりの子どもたちの実態を捉え、

学校や関係機関と連携しながら、どのような支援が有効

か研究していきたい。

【学校教育課】

安全・安心でおいしい学校給食の提供であるが、学校

給食センターが様々な取り組みを積極的に行っているこ

とを高く評価したい。

安心・安全対策はもとより、食育や食文化の伝承、地

産地消、郷土料理の提供、生産者と児童生徒との交流な

どに積極的に取り組んでいる。給食の「山形モデル」と

して、全国の模範になりうると確信している。

学校給食から出る廃棄物のリサイクルにも取り組んで

いる。事業者として当然行うべきことであると思うが、

給食センターと学校の交流を通じて、この取組の学校教

育への還元（環境教育）も続けて行っていただきたい。

安心・安全対策については重要な課題であり、食材調

達、調理過程、衛生管理等について、積極的に取り組ん

でいる。

食文化の伝承、郷土料理の提供、地産地消の推進とと

もに生産者との交流会を行うなど、食育の推進に努めて

いる。

廃棄物のリサイクルについては、牛乳パックはトイ

レットペーパーとして、また、生ごみは、エコ堆肥とし

て各学校へ還元している。エコ堆肥は花や野菜づくりに

活用している。リサイクルの意義や成果について、学校

給食センターの給食だよりに掲載するとともに、学校給

食センターの管理栄養士が栄養指導のため学校を訪問し、

学校と連携をはかりながら環境教育を続けていく。

【学校給食センター】

地場産農産物の積極的活用については、市内産、県内

産とも年々使用割合が高まってきている。懸念されるの

は地場産農産物の積極的活用に伴って起こりうるコスト

の上昇であるが、委託栽培の導入、委託生産者との価格

協議などにより、極力コスト上昇を抑えているとのこと、

関係者の経営努力についても敬意を表したい。

地場産農産物の積極的活用を図るためには、引き続き

地元の生産団体等と協定締結をすすめ、安定的に地場産

農産物を確保していく必要がある。また、新規食材の委

託栽培の導入、委託生産者との価格協議、納入業者に対

して、地場産農産物を優先して納入するように働きかけ

るほか、新メニューの導入等をすすめていく。山形市の

地場産農産物は多品種であるが、少量生産のものが多く、

大量納入に課題があるものの、コスト面について、補助

金の十分な活用を含め、農政課や関係団体とも連携して、

取組んでいく。

【学校給食センター】
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学校施設の整備と充実

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

25

23

施策2-7

検討・対応状況（令和元年6月現在）№ 意見・助言（平成30年10月現在）

24

学校給食については、農業団体との委託栽培の協定に

よる「地場産農産物の積極的な活用」、学校給食から出

る廃棄物のリサイクル促進、「年中行事」「郷土料理」

「栄養を考えたバイキング」等、子どもが学べる、楽し

める給食にしていることを高く評価したい。

これらのことは教育的価値のある取組だけに、「何の

ために？」を問い、市内小学校等に配置された３名の栄

養教諭と連携しながら、学校における食育の学習や家庭

生活の食の改善につなげる努力・工夫をしていただきた

い。

学校給食では、行事食、バイキング給食、郷土料理、

地場産農産物の積極的な活用、学校給食から出る廃棄物

のリサイクル促進等の取組を継続するとともに、栄養士

や栄養教諭が子どもに献立の意義を直接伝えるほか、給

食時に放送を通して給食の献立を解説するなど、楽しく

学べる工夫をしている。今後も食に対する子どもの理解

が深まるよう努めていく。

栄養教諭は、献立作成に参加するなど、学校給食の提

供に直接関わるとともに各担当校で栄養指導や食に関す

る講話等を通して、食育活動を行っている。

図書給食、市制施行130周年給食など、新しい取組をす

すめるにあたっては、企画の段階からかかわっていく等、

学校給食センターの管理栄養士と、栄養教諭が連携しな

がら食育活動を展開し、家庭の食の改善までつながる情

報を発信していく。

【学校給食センター】

教育施設の整備と充実については、学校図書の充足率

が小学校で116％、中学校で131％と好ましい環境にある。

これは、市立図書館との連携によるリサイクル本が提供

されたことも要因にあると思われる。

今後も、リサイクル本等の有効活用も図りながら、古

書の廃棄、さらには国から交付されている新規図書購入

費を十分活用し、学校図書の充足率を確保していただき

たい。

平成30年度末の学校図書の充足率は、小学校で119％、

中学校で132％と増加している。平成30年度の市立図書館

との連携によるリサイクル本の提供について、前年度よ

り冊数は減少したが、利用した学校数が増加した。今後

も市立図書館と連携して充足率の確保に取り組んでいき

たい。

また、学校図書の新規購入費の予算配当を充足率の低

い学校へ重点的に配当して、学校によってバラつきのあ

る充足率の均等化に努めていきたい。

【管理課】

学校給食費の未納問題については、かなり改善された

と思っている。何よりも、市と保護者間の契約（「学校

給食申込書」の提出）の考えを導入したことが大きい。

平成29年度は新入生保護者全員から申込書が提出された

ということに安堵している。理不尽な未納者については、

市は毅然とした態度で対応していただきたいが、経済的

理由で支払いが困難な方には、学校や市の関連する他部

局と連携して問題の解決を図っていただきたい。

平成27年度公会計移行後、学校給食費については、現

年度は各学校で保護者からの納入の事務手続きを行い、

支払が困難な保護者には、学校から就学援助制度や児童

手当から直接納入する方法の案内などを行っている。そ

の結果、現年度の収納率は99.8％となっており、改善さ

れている。その上で未納となった場合は翌年度から学校

給食センターが学校及び市の関連する部局と情報を共有

し、文書、電話及び訪問の催告を状況に合わせ行い、分

納などの納入方法にも対応することにより、過年度の収

納率は99.9％となった。今後とも関係部局との連携を図

り、収納率の向上に努めていく。

【学校給食センター】
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生涯学習の推進

生涯学び、人と地域とかかわり、よりよい社会を築く人づくり

市民の主体的学習を支援する図書館運営

施策の方向2

基本施策5

施策5-2

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

26

27

図書館では、市民の目線に立った様々な取組が行われ

ている。高齢社会にあって、高齢者に対するサービス

（大活字本や録音資料の収集）提供に努力している。来

館が困難な利用者（老人福祉施設や障がい者福祉施設の

入居者など）へのサービス提供も行っている。

子育て支援と言うことから乳幼児・児童向け資料の充

実にも努めている。学校図書館との連携も密に行ってい

る。こうしたことは大いに評価したい。今後も「市民と

ともに歩む図書館」として市民の期待に応えていただき

たい。

図書館本体とその中の施設が老朽化しているようだが、

本体を含む施設の安全・安心を確保し、これからも質の

高いサービスを市民に提供し続けるために、今後とも改

修等を計画的に進めていただきたい。

幼児・児童が多くの良質な本と触れることができるよ

う、また高齢者、障がい者等の物理的に図書館を利用で

きない方のため、幼稚園・学校、学童クラブ、老人施設、

障がい者施設等への団体貸出を更に進める。

昨年度、東北芸工大生の協力を得て開催した「夜の図

書館を楽しもう！」のように、今後とも幅広い年代が参

加できる講座やイベントを開催し、普段図書館を訪れな

い市民が図書館に来館するきっかけを作りを継続してい

く。

学校図書館との連携においては、学校図書館整理員研

修会を開催している。

安全・安心な施設として、市民の方にご利用いただけ

るよう、老朽化した設備等の改修を計画的に進めている。

今年度は、耐震補強及び屋根改修工事等を予定している。

【図書館】

図書館の充実については、職員スタッフや活動団体、

ボランティアサークル等、活動する人々の工夫が見られ、

地域における「知の拠点」としての学び続ける人を育む

役割だけでなく、地域の活性化につながるリーダー育成

やコミュニティの役割を担っている。特に平成２９年度

は、保育園や幼稚園、学校図書館との連携が強化されて

いること、老人福祉施設や障がい者福祉施設へのサービ

スが充実していること、インターネット予約割合が年々

伸びていること、市民の立場に立って、様々な工夫をし

ていることを高く評価したい。

高い期待をすれば、現在、実施しているリサイクル図

書の分館（各公民館）への拡大を、さらに広くコミュニ

ティセンターまで広げてほしい。

また、近年、ソフト面の工夫が各地で見られるように

なり、鶴岡市では、「街中図書館マップ」（荘内銀行の

基金を活用して、民間団体）を作って、読書を市民に広

めている。読書の拠点となる図書館の整備も大切である

が、図書館ボランティア、読み聞かせグループなど市民

と連携し、市民がより本を身近に感じることのできる取

組等についても研究していただきたい。

開館以来、市立図書館は多様なボランティアグループ

の協力を得て運営してきた。「小荷駄のみどりか

ら・・」は、それら6団体の連合体であり、館内での排架

のお手伝いの他に、高齢者向け本の朗読会、幼児・児童

への読み聞かせ、布おもちゃの製作と貸出し、人形劇の

公演等、館内はもちろん各種施設への訪問により行って

いる。これらの活動は市民がより本を身近に感じること

に資するものであり、今後も活動の拠点として支援して

いく。

リサイクル図書について、コミュニティセンターの図

書室へ譲渡するなど、必要に応じて支援を行っていく。

コミセン内図書室等、市民が利用できる施設を把握し、

市民がより本を身近に感じられるよう、情報提供の充実

に努めていく。

【図書館】
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社会教育事業の推進施策5-3

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

28

29

公民館のライフワーク塾（若者支援事業）についてだ

が、参加者の意見を取り入れ、ネーミングを「リア塾」

に改めたとのこと、いろいろ問題があるようだが、若者

支援事業の新たなスタートとして今後を見守りたい。

参加者が自ら事業を企画・立案し、実行していくこと

は望ましいが、そのためには公民館サイドの支援が必要

である。

参加者への3つの「持つ」（楽しみを持つ、自信を持つ、

仲間を持つ）に対するアンケートのうち、平成29年度で

は「自信が持てた」が69％と低い割合で、しかも前年度

の71％も下回ってしまったことは残念である。展開する

事業の中で実行サイドやそれを支援する公民館サイドで

若者の自信を高めていくやり方を工夫していく必要があ

ろう。

公民館事業への参加を通じて、若者が地域活動へ積極

的に参加していくことを願ってやまない。地域コミュニ

ティ再生、地域活性化に若者の参加・協力は不可欠であ

る。今後もこうした視点に立って、積極的に若者支援事

業に是非取り組んでいただきたい。

平成30年度のリア塾(若者支援事業)については、11人

の実行委員が主体となり前年度より企画立案し、社会教

育青少年課事務局、各公民館担当者でサポートしながら

事業を行った。

実行委員が新しい参加者とのコミュニケーションに努

力したこと、及び講座の目的を明確に伝えながら実施し

たことにより、参加者によるアンケート結果では「仲間

がもてた」が88％(前回81％)、「楽しみがもてた」が

94％(前回94％)、「自信がもてた」が88％(前回69％)で、

前年度に比べ改善している。講座終了後も自主的な集ま

りがあるなど、新たな仲間と出会い、自分たちの生活を

よりよいものにしていこうとする姿が事業の成果である

と考える。

また社会貢献活動として、手作りキャンドルを地域の

福祉施設等に寄贈する活動も行い、自分と地域との関わ

りを考えるよいきっかけとなったようである。
令和元年度は、地域の活性化に参加・協力する機会と

して「日本一の芋煮会フェスティバル」ボランティアに
参加するなど、地域課題の解決や地域の活性化に目を向
ける大切さを学んでもらい、参加者が「仲間」「楽し
み」「自信」が持てるように、内容や運営を工夫しなが
ら若者支援事業に取り組んでいく。

【社会教育青少年課】

社会教育と学校教育の連携・協力についてであるが、

まるごとやまがた推進事業の展開においてもこれを行っ

ていただきたい。公民館事業の今後の方向性として、山

形を学ぶテキストを活用して、公民館で「地理」「歴

史」「産業」「文化」「自然・環境」などのテーマで講

座を開いたり、地元食材を使った郷土料理の伝承や史

跡・人物を辿り郷土史を探る講座を開いていくと述べて

いる。

想定する受講者は一般市民ということであろうが、是

非学校の教員を対象にした講座も開いていただきたい。

若い教員の中には残念ながら山形市のことを十分に分

かっていない人が少なからずいると思われる。

若い人たちには郷土愛や郷土意識が欠けているように

常日頃感じているが、教員についても例外ではないよう

に思う。こうした教員に対し、山形市の様々な魅力ある

地域資源（文化・風俗や歴史を含む）を認識していただ

き、それを児童生徒に伝えていただく、そうすることに

よって教員と児童生徒がともに郷土への愛着を深め、郷

土愛を育んでもらう。こんなことを願っている。これこ

そ社会教育と学校教育の連携・協力によって実現できる

ことだ。

平成30年度の地域づくり学習における地域住民のふれ

あい交流「まるごとやまがた推進事業」における各公民

館の取組では、それぞれ工夫を凝らした取組を行い、参

加者の満足度も高かった。

今後さらに、学校のニーズを把握しながら、地域人材

の紹介、情報提供等、地域と学校とをつなぐ役割を公民

館が担っていけるようにしていきたい。

今後は、各学校で実施している「魅力ある学校づくり

推進事業」などにおいて、社会科や総合的な学習の時間

にテキストを活用した授業を実施し、地域の歴史につい

ての調べ学習を行うなど、郷土意識を高めるような取組

を行っている。

また、令和元年度は中核市移行に伴い、山形県より県

費負担教職員研修の事務の移譲を受けたことにより、本

市の教育課題に即した独自の研修を主体的・積極的に実

施することが可能となった。

山形市初任者研修「地域理解のための研修」及び中堅

教諭等資質向上研修「社会体験地域課題研修」などにお

いてテキストを活用して、山形市の歴史、文化、地域に

ついて学びを深め、郷土への理解や愛着を深めるととも

に、教育者としての使命感を高める研修を行う。

これらの研修を生かし、教職員や児童生徒がともに郷

土への理解と愛着を深め、郷土愛を育んでもらえるよう

努めていく。

【社会教育青少年課】
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検討・対応状況（令和元年6月現在）意見・助言（平成30年10月現在）

31

30

№

公民館における社会教育事業は、「健康づくりに関す

る学習支援」など、実施事業について、ここ数年、２～

３事業増えるとともに、参加人数の増加も見られる。

地域づくり学習の推進については、特に「地域と共に

考えるまちづくり」事業の回数及び参加人数ともに増え

ていることは好ましいことである。地域の課題や実情を

踏まえ、地域との協力のもと、独自の企画・運営による

地域づくり学習を各公民館が提供してきた成果であり、

評価したい。

まるごとやまがた推進事業についても、事業回数、参

加人数共に年々増えていることは好ましいことである。

山形市民として様々な魅力ある資源を再確認し、市民の

郷土への愛着を深めることを目的に作成した「ベニちゃ

んのまるごとやまがた」が生涯学習の講座で、今後も多

く活用されることを期待したい。

また、「ベニちゃんのまるごとやまがた」は、各学校

においても、総合的な学習の時間等で活用されていると

いうことであるが、学校は教科書や準教科書である「副

読本」等の活用は比較的、積極的に活用するが、その他

の資料等の活用については、各学校の指導計画等に位置

付けられていないと活用しにくいものである。

地域学習の推進にあたっては、総合的な学習の時間や

社会科の学習において、「地域資料」「地域人材」「地

域の学習の場」をどう計画していくかが大切である。郷

土への愛着を深める学習は今後、益々、重要になるだけ

に、学校教育と社会教育が協力しながら郷土を愛する子

どもの育成に努力していただきたい。

平成30年度の公民館における社会教育事業は、「健康

づくり」ほか「ＩＣＴ」「生涯設計」「環境・エネル

ギー」「防災・防犯」「若者支援」の６項目の学習テー

マを設定し、社会的要請学習を行った。

「地域と共に考えるまちづくり」事業については、そ

れぞれの地域の課題や実情をふまえ、地域との協力のも

とで実施している事業であり、各世代に対応した事業展

開を行っている。東部公民館では、「山大生と手をつな

ぐまちづくりを考える」を新規で実施し、山形大学や地

区の社会福祉協議会と連携して、地域の人が若者と交流

する経験を通して、地域課題の解決や地域の活性化に目

を向けてもらい、意識を高める機会となった。

学校における「ベニちゃんのまるごとやまがた」の活

用については、発行時に「副読本」と対応するテキスト

ページを記載した「活用ガイド」を配付し、社会科や総

合的な学習の時間の授業におけるテキストの活用や、地

域の歴史に関する調べ学習を促すなど、郷土意識を高め

るような取組を行っている。

また、来年度より完全実施の小学校新学習指導要領で

は、第3学年の社会科で、

(1)身近な地域や市区町村の様子

(2)地域に見られる生産や販売の仕事

(3)地域の安全を守る働き

(4)市の様子の移り変わりの内容を学んでいくこととして

いるが、計画的に資料の活用を図りながら、児童の郷土

愛を育むよう進めていきたい。

今後とも、学校教育と社会教育が協力しながら郷土を

愛する子どもの育成に努めていく。

【社会教育青少年課】

現在、学校と家庭が一体となった教育体制として、国

や県では、学校支援活動、放課後子ども教室、地域未来

塾や土曜日の活動、家庭教育支援等を総括して補助事業

として、国１／３，県１／３，市１／３の割合で予算を

計上する仕組みになっていると思うが、山形市では「放

課後子ども教室」を一小、東小、大曽根小で実施し、補

助を受けているという報告である。

今後、中核市になるにあたり、「国の補助事業を受け

る、受けない」「現状維持か拡充」「事業での支援はし

ないで各地域と学校の主体性に任せる」等、学校と家庭

が一体となった教育体制について、山形市としての考え

方を明確にして進めていく必要があると思う。

今年度の４月より中核市に移行したことから、県から

の３分の１の補助が受けられなくなり、山形市の負担が

３分の２に増えることになるが、当面は現状維持で進め

て行く考えである。

今後とも、国の動向を注視し、放課後において子ども

たちが安全に有意義に過ごせる機会を確保していくこと

について、関係機関、地域、家庭、学校などと連携しな

がら進めて行く。

【社会教育青少年課】
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基本施策6 恵まれた自然環境での体験活動を通した、心身ともに健全で豊かな人づくり

施策6-1 市内小中学生を対象とした自然体験活動を通して生きる力を育む自主事
業の実施

検討・対応状況（令和元年6月現在）

32

33

№ 意見・助言（平成30年10月現在）

少年自然の家では様々な事業を展開している。平成28

年度から始めた研修活動「親子お泊り体験教室」、わく

わくキッズキャンプ、プラネタリウム一般公開では参加

者数が増えている。同じことを繰り返えさず、不断に見

直し、改善を図りつつ、新たな取組も取り入れていって

いる。こうした工夫は野外活動センターの展開にもみら

れる。

冬期間のスキー場利用を図るために、1・2月の休館日

を臨時開放したことや環境学習に様々な要素を加えたこ

とにより、利用者が前年度の7,888人から9,088人へと大

幅に増加した。関係者のご尽力に敬意を表したい。

「親子お泊り体験教室」は、リピーターからの評判も

あり、定員を大幅に超える応募になっている。

「わくわくキッズキャンプ」は小学校中学年を対象に、

自然体験のたのしさや野外活動の基礎を学ぶことを目的

にしている。こちらも定員を上回る募集がある。実施後

のアンケートをみると、自然体験における感動や充実感

を感じている児童が多い。「プラネタリウムの一般公

開」では、山形大学の学生による器楽の生演奏を交えた

上演を行っている。生演奏とともに雄大な宇宙を感じる

と大変好評である。また、秋の一般公開では、実際の星

空観察と天体望遠鏡での惑星観察も行った。土星の環や

木星などを観察し、参加者からは感動したという声がた

くさんよせられた。天体観測に適した時期を見極めて今

後とも継続していきたいと考える。

冬期間の臨時開放している土日祝日には、一般の方々

のゲレンデ利用が多くあり、休みを利用して繰り返し来

所している方も多くいる。また、野外活動センターにお

いては、環境学習の一環として地域の自然をテーマにし

た掲示物を設置したりその季節に合わせた動植物を紹介

する「サービスセンターニュース」を発行したりするな

どして自然環境への関心を高める取組を行っている。さ

らに、野外活動センターの職員が動植物に造詣が深く、

こうした人的環境を生かした相談活動も充実してきてい

る。多くの来所者を支えている重要な要素である。

【少年自然の家】

少年自然の家の活動については、概ね、すべての事業

において、参加人数が増加傾向である。キッズキャンプ

や親子お泊まり体験教室など、小学校下学年を対象にし

た事業、子ども育成会等の事業とその利用に伸びが見ら

れる。また、野外活動センターの事業やラングラウフス

キーへの参加も大きく伸びている。

リピーターへの配慮や事業の企画・運営の努力・工夫

は勿論であるが、広報活動の工夫や大学生ボランティア

の活用なども参加者増加につながっていると高く評価し

たい。

今後も、利用者のニーズに応じた活動や、新たな活動

の工夫でリピーターのニーズを変えていく努力を続けて

いただきたい。また、幼児童期における「豊かな感性」

の育成及び親子のふれあい強化の視点から、今後も幼

児・小学生が参加できる事業を充実していただきたい。

少年自然の家で行っている事業への参加人数が増加し

ている背景には、子どもの体験不足だけではなく親の体

験不足から子どもにぜひ経験させたいという親の思いも

大きな要因になっていると考える。特に「親子お泊り体

験教室」では、親子のコミュニケーションの活性化、複数の

子どもを複数の大人が見守り共に活動する協働体験活動、

低学年児童の自立を促す親子別宿泊体験などを行い、親

にとっても子どもにとっても貴重な活動になっている。

また、参加者の安全を守りさらに一人ひとりの子ども

の活動の充実のために学生ボランティアの積極的な活用

も行っている。これまでは山形大学の学生のみを対象に

行っていたボランティア募集を東北文教大学へも広げ、

数名の新規の参加があった。このように門戸を広げなが

ら、参加した子どもも学生ボランティアも共に成長して

いくことができるような自主事業の運営になるように努

力していきたい。

また、リピーターを飽きさせない工夫として、研修係

のスタッフで新規の活動を考え、実行し、修正すること

を繰り返すＰＤＣＡを常に行っている。例えば「食材オ

リエンテーリング」という活動名は変わらなくとも、活

動の質は子どもがより成長できるものに常に更新されて

いる。こうした不断の取組を継続していく。

昨年度からプラネタリウム一般公開における幼児の部

のプログラムを、星空や星座の紹介というよりも星その

ものや宇宙への興味・関心を高めることをねらいとした

内容に変更した。これは幼児期においてはより「豊かな

感性」を育成することが重要だと考えたからである。ま

た、普段の団体利用においても幼稚園・保育園・こども

園の受け入れを積極的行っている。宿泊、プラネタリウ

ムやアスレチック、自然散策、冬期のそり・チューブ滑

りなどで多く利用されている。

【少年自然の家】
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家庭・学校・地域と連携し、次代を担う健全な人づくり

青少年の健全育成活動の充実

青少年を取り巻く環境の改善

基本施策7

施策7-1

施策7-3

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

34

35

青少年の健全育成体制の充実であるが、ニート・ひき

こもりの問題も深刻である。この問題には県と市が一体

となって取り組んでいる。

山形市には県内６つの若者相談支援拠点のうち2つがあ

り、他市町村と比べて恵まれた環境にある。今後とも市

として若者相談拠点との情報交換、情報共有化に努め、

若者の健全育成に努めていただきたい。若者相談支援拠

点についての市民の認知度があまり高くないということ

が問題のようであるが、ここでの取組や活動内容につい

て市民に積極的に情報提供をしていただきたい。

就学している児童生徒に対しては、受け入れている学

校でこの問題に対処してくれるが、卒業してしまうと、

学校という相談すべきところが無くなるため、問題はよ

り深刻になる。卒業後は、民生委員や場合によっては社

会福祉士などの支援を得なければならなくなる。

市は可能な限りニート・ひきこもりの実態把握に努め

ると同時に、関係機関相互の連携・協力により、一体と

なってこの問題に対処していただきたい。あわせて、自

立支援という観点に立ち、各人の状況に応じた支援をお

願いしたい。

ニート・ひきこもりなどなどの困難を抱える子ども・

若者への対応は、福祉、就労、保健、教育など多方面に

わたることから、県で設置している若者相談支援拠点を

はじめとする関係機関等との連携を図りながら、対応す

ることが大切と考えている。

この、若者相談支援拠点は、悩みを抱える若者やその

家族が相談する最初の窓口となるものであり、発達支援

研究センターやクローバーの会＠やまがたの２か所が市

内に設置されていることから、両者と情報の交換や共有

化を図っていくとともに、それぞれの取組や活動内容の

特徴なども踏まえながら、今後も市民への周知について

力を入れていく。

また、国や県主催の若者支援に関する担当者会議等に

参加するなど、県や関係機関との連携・協力を図りなが

ら、ニート・ひきこもりの実態把握を含め、自立支援に

つなげられるよう取り組んでいきたい。

【社会教育青少年課】

青少年に悪影響を及ぼす環境の改善についてであるが、

インターネットの不良サイトの問題やLINEなどのSNS利用

に伴って発生する「いじめ」などの問題に対して効果的

な対処法を見つけるのはなかなか難しい。とは言え、イ

ンターネット安全パトロールなど効果が期待できること

はとにかくやらなければならない。

その中でも最も重要と思われることは、児童生徒に対

する日頃の教育指導である。山形市教育委員会が作成し

た情報モラル学習「Sun-Nanezu」を使って計画的な情報

モラル教育に取り組んでいることは高く評価したいし、

その効果が少しずつでも出てくることを願っている。

あわせて、保護者の指導や啓発もまた大切である。多

くの学校では、児童生徒だけでなく保護者をも対象にし

て情報モラル教育に取り組んでいるようであるが、他の

学校でもそうしていただきたい。

これからも児童生徒、教職員、保護者の三位一体での

取組を願う。スマホを含むインターネット依存症が社会

にどのような歪みをもたらすのか、皆で考えなければな

らない。そのための親の啓発も必要となろう。

インターネットの適切な利用やフィルタリングの必要

性等については、市のホームページや広報やまがた等を

介して周知に努めている。また、インターネットサイト

上の掲示板を検索・閲覧する「ネット安全パトロール」

を実施し、個人が特定されるような問題のある書き込み

を発見した際には、対象となった児童生徒の学校へ情報

を提供し、サイト管理者への書き込み削除依頼など、速

やかな対応を依頼している。県や市のPTA連合会などでも、

情報モラルに関する研修会の実施や保護者・児童生徒向

けのDVDを作成しているなど、各学校での適切な使用につ

いて主体的に取り組んでいる。インターネットの適正利

用については、各家庭でのルール作りが必要であり、社

会全体で取り組んでいかなければならない問題である。

また、周囲の大人たちもインターネットの利便性と危険

性を正しく理解することが必要であることから、今後と

も、保護者や教職員、関係機関・団体等との連携を図り

ながらその重要性について周知していく。

【社会教育青少年課】

インターネットやＳＮＳの利用上の悪影響に対応する

ため、小中学校では市教育委員会が作成した情報モラル

学習「Sun-Nanezu」を基に、計画的な情報モラル教育に

取り組んできた。危険回避の側面だけでなく、情報社会

の特性やネットワークの特性の理解を深め、自分自身で

的確な判断が行えるといった判断力の育成に主眼を置き、

小学校の早い時期から中学校を含めた9カ年の指導を継続

的に行ってきたことにより、情報活用能力の育成に対し

大きな効果を発揮している。また、多くの学校では、総

合学習センター情報担当指導主事や警察、民間の外部講

師を招聘し、児童生徒や保護者を対象とした情報モラル

教室を実施しており、平成30年度においては、年間100回

を超える情報モラル教室を実施した。

【学校教育課】
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青少年を見守る街頭指導・少年相談の充実施策7-4

№ 意見・助言（平成30年10月現在）

37

検討・対応状況（令和元年6月現在）

36 青少年の健全育成体制の取組については、幅広い年齢

層且つ諸問題を抱える青少年を対象に、委員会の各課と

の連携のみならず、庁舎内各部局や地域内の関係機関、

各種青少年育成団体との連携、国や県の取組の推進等、

複雑多岐にわたる事業について、整理しながら進めてい

ることをまず評価したい。

青少年の非行防止の街頭指導においては、平成27年度

（845人）の指導人数に対して、平成29年度（72人）まで

激減している。道路交通法の改正で自転車マナーが向上

したこともあるが、青少年の健全育成の取組の成果でも

あると認識している。

街頭で指導される青少年は激減したが、青少年の相談

件数は増加している現状をしっかり考察していただきた

い。

また、適切なインターネット利用に関しては、今後も

学校教育課と連携を強化して進めてほしい。

青少年指導センター指導委員による街頭指導は、山形

駅周辺や七日町などで平日のほぼ毎日実施しているほか、

各地区の指導委員会等と連携し、学校の長期休業中や、

祭りや花火大会など大きなイベント開催時の巡回も行っ

ている。また、近隣自治体（3市2町）の担当者との大型

ショッピングモールの街頭指導及び山形警察署と連携し

た街頭指導。さらに、仙台市と連携して仙台駅周辺等の

街頭指導を合同で実施した。

平成30年度における街頭指導では声掛けした延べ人数

3,564人、うち指導した人数25人となっておりいずれも前

年度の人数を下回っているが、今後も各地区の青少年育

成団体や関係機関等と連携しながら、青少年の健全育

成・非行防止に努めていく。

また、青少年やその保護者が悩みを1人で抱えることが

無いよう、青少年指導センター少年相談員による電話・

メール・面談での相談を受け付けており、相談内容に

よっては関係機関等へつなぎ、問題解決に向けて適切な

対応が図られるよう努めている。

更に、広く普及しているLINE・チャットによる相談を

希望する相談者に対応するため、市のホームページから、

ＳＮＳ相談を実施している団体等を掲載している厚生労

働省のホームページへリンクすることにより、情報提供

を行うとともに情報モラル教育に取り組んでいる学校教

育課とも連携を図っていく。

【社会教育青少年課】

今年の２月に開催された「子どもたちの今を知る」

「通信制高校に学ぶ子どもたちについて」をテーマにし

た研修は、現在の青少年のことを知る上で、評価できる

取組である。

社会や家庭生活が変化していく中で子どもたちも変化

しており、青少年をしっかりと理解することが指導・支

援のスタートであるので、今後も、子どもの今を知るこ

とに努力していただきたい。

青少年指導センターでは、委嘱している指導委員のう

ち平日のほぼ毎日実施している街頭指導に協力いただく

中央指導委員を対象とした研修会及び、少年電話相談等

を担当する少年相談員を対象とした研修会を、毎年テー

マを決めて実施している。両者とも青少年に向き合い寄

り添うことが求めらることから、社会情勢や家庭環境と

ともに変化していく青少年についての理解を深めながら、

研修の対象者のスキルアップにつながるような研修会の

実施に努めていきたい。

なお、平成30年度では、青少年指導センターの研修会

と一般市民も対象とした「青少年健全育成講演会」を、

平成31年2月21日に合同で開催した。「青少年のこころの

叫びに耳を傾けてみませんか？」をテーマとして、埼玉

学園大学人間学部埼玉学園大学人間学部心理学科教授・

臨床心理カウンセリングセンター長の杉山雅宏氏を講師

とした講演会で、青少年指導センター中央指導委員や少

年相談員のほか、小中高教員、青少年育成推進員、一般

市民など215名の参加があった。実例を交えた内容で参加

者も興味深く聴いており、好評を得た講演会となった。

また、地域での健全育成の役割を担う方々で構成され

ている山形市青少年育成推進員連絡協議会においても、

「福祉まるごと相談員」として活動している方を講師と

して招聘し、山形市の子どもの現状と課題についての講

演会を実施した。

今後とも変化する子どもの状況を理解し取り組んでい

きたい。

【社会教育青少年課】
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地域の歴史・文化の継承

文化財を正しく理解し、郷土に誇りをもつ人づくり

地域の特色ある文化財の活用

検討・対応状況（令和元年6月現在）

38

39

施策の方向3

基本施策8

施策8-2

№ 意見・助言（平成30年10月現在）

山形市が所有する文化財を観光資源として見直し、観

光への活用を通して、地域の振興・活性化に資すること

が今、求められている（物語まちづくりの考え方）。そ

のためにも文化財の発掘・保存には今後とも努めていた

だきたい。

郷土館も様々な取組を行い、来館者の増加に努めてい

る。「平成29年度山形市郷土館・郷土資料収蔵所 新収

蔵品展」や「懐かしい街並み－写真・絵はがきでたどる

明治から昭和のやまがた」は良い企画と言えよう。今後

もストーリー性が見える展示に心がけていただきたい。

まずは市民のリピーターを増やしていくこと、そのこ

とが市民が大勢集う郷土館に観光客をも呼び込むことに

つながっていくことになろう。

これまで個々に捉えていた文化財が「山寺が支えた紅

花文化」というストーリーとして昨年度に日本遺産に認

定された。これを契機に、山形市が所有する文化財の歴

史的な魅力や特色を観光資源として活用するために、

人々の過去の営みを新たな視点で見つめ直し、その価値

や新たな魅力を発見・発信していく。

郷土館については、今年5月のNHK「日曜美術館」にお

いて「町に残る革命的な建築物」として全国に紹介され

たことがその後の入館者の増加につながっている。入館

者数の更なる増加に向けて、テレビ放映の効果が大きい

ことから、今後もメディアに取り上げられるチャンスを

逃すことなく取材依頼には可能な限り協力することで、

魅力ある観光資源としてもPRしながら、観光客はもとよ

り、市民のリピーターを増やしていく。

また、三層楼と呼ばれた多角形の塔やドーナツ型の診

療所など、全国的にも例を見ない歴史的建築物の価値や

魅力について、今後もストーリー性が伝わる展示となる

よう心がけるとともに、時宜にかなった企画展を通じて、

山形の歴史と文化を伝えていく。

【社会教育青少年課】

山形市の宝物である文化遺産については、地域住民や

子どもたちの興味・関心を高める取組や、教育や観光等

につながる取組など、保存・継承から、活用まで考えた

ストーリーが少しずつ見えてきたように思う。

嶋遺跡の見学会や体験学習会に加えて、市内の遺跡巡

りを実施したこと、郷土館の展示については、市民の関

心をひくテーマとストーリーに工夫が見られることは、

地域の振興・活性化に向けた方向に取組が進められてい

ると評価したい。

さらに、次年度以降作成する「山形市文化財保存活用

地域計画」にも期待したい。

嶋遺跡の見学会では、周辺が新興住宅街ということも

あり、身近に価値のある遺跡があることを初めて知る方

も多く、本物の土器を見ることができてよかったとうい

う声をいただいている。また、郷土館の見学会において

も、貴重な建物を見学できてよかった、県外から来た甲

斐があったなど、評価は上々であった。今後も観光資源

として発信していくとともに、見学会や体験学習会など、

市民が遺跡や文化財をより身近に感じられるように、引

き続き活用を図っていく。

また、「山形市文化財保存活用地域計画」の策定にあ

たっては、「都道府県が定める『文化財保存活用大綱』

に照らして適切なものであること」が要件とされている

ことから、山形県が今後策定する大綱を踏まえた計画を

策定していく。

【社会教育青少年課】
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スポーツの推進

生涯にわたってスポーツに親しむ健康な人づくり

スポーツ参画人口の拡大

施策の方向4

基本施策9

施策9-1

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

40

41

山形まるごとマラソンも成功しているイベントの一つ

である。初回から5年連続「ランニング大会100選」に選

ばれるなど、外部の人たちからの評価も高い。ハーフマ

ラソンにいたっては、初めて全国1位に選ばれた。喜ばし

い限りである。

市民が作り、支える大会（市民支援・協力型大会）と

同時に、より多くの市民がランナーとして参加する大会

（市民参加型大会）になっていくことを望んでいる。

宮城県では昨年の10月1日にフルマラソン「復興マラソ

ン」が津波被災地で初めて行われた。ちなみに、今年度

は10月14日に行われた。同じような時期に山形周辺地域

で同じような大会が増えていっている。山形市では高い

評価に満足することなく、他の大会との差別化を図りつ

つ一層の改善・工夫を行っていくことが必要であろう。

マラソン大会の地元に落ちる経済効果も考えれば、山

形市の活性化のためにも、山形まるごとマラソン大会を

より魅力的なものにして、一層参加者を増やしていって

いただきたい。山形まるごとマラソン大会もFISスキー

ジャンプワールドカップレディース蔵王大会同様、ス

ポーツ・イベント開催による山形市活性化事業の重要な

柱一つとなっていると思うからである。

第6回大会も「ランニング大会100撰」に選出され、第1

回から6大会連続での選出となっている。

また、市街地と郊外の両方をコースに取り入れた特色

ある大会で、沿道の市民の応援が盛大で好評をいただい

ている。

前日祭との相乗効果による他県からの1,646名のエント

リー、インバウンドとして33名の海外エントリーによる

経済効果もあった。

平成31年度は、前回大会では、第2関門で制限時間オー

バーとなったランナーが多かったことから関門閉鎖時間

の延長や、ランナーサービスの向上として記念WEB記録証

の発行、応援ナビの提供、大会新記録達成者への賞金の

授与などがあるHMCC(ハーフマラソンチャレンジカップ)

を委託事業者と協力して新たに導入することとした。

また、前日祭とのパッケージとした旅行プランによる

海外参加者40名の募集、ふるさと納税返礼品の受付期間

の延長などで新規参加者及びリピーターの確保を図るこ

ととしている。

第6回大会は1,355人のボランティアスタッフに支えら

れ大会を開催したが、今後もより多くの市民参加を図る

とともに、市・県・海外からの参加者の増加を図り、市

の活性化につながる交流人口の拡大も念頭に置きながら

大会を運営していく。

【スポーツ保健課】

スポーツの振興については、「山形まるごとマラソ

ン」「山形市民スポーツフェスタ」「プロスポーツの観

戦」等、参加・参画人数の増加、ジュニアからアスリー

トまでの育成、指導者養成、身近でスポーツを楽しめる

スポーツ施設等の環境整備等、総合的な計画の中で進め

られていることを高く評価したい。

特に、マラソン、スポーツフェスタ、ＦＩＳスキー

ジャンプワールドカップレディース蔵王大会、プロス

ポーツ観戦促進は市民に愛され、参加、応援したくなる

事業として定着してきている。

今後もより多くの市民が参加することを目標に事業を

維持・発展させていただきたい。

「山形まるごとマラソン」は、前回大会では、第2関門

で制限時間オーバーとなったランナーが多かったことか

ら関門閉鎖時間の延長や、ランナーサービスの向上とし

て記念WEB記録証の発行、応援ナビの提供、大会新記録達

成者への賞金の授与などがあるHMCC(ハーフマラソンチャ

レンジカップ)を委託事業者と協力して新たに導入するこ

ととした。

また、前日祭とのパッケージとした旅行プランによる

海外参加者40名の募集、ふるさと納税返礼品の受付期間

の延長などで新規参加者及びリピーターの確保を図るこ

ととしている。

「山形市民スポーツフェスタ」は、東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた気運を高めるための取組と

して、ホストタウンとしての交流や柔道を取り入れたプ

ログラムの実施に向けた準備を行っている。

また、「プロスポーツの観戦」は、きらやかスタジア

ムにおいて、平成30年度に引き続き楽天野球団1軍公式戦

を開催し、より多くの市民参加を目指していく。

今後も、参加・参画人数の増加、ジュニアからアス

リートまでの育成、指導者養成、身近でスポーツを楽し

めるスポーツ施設等の環境整備等を図るとともに、市外

からも多くの人に参加してもらい、交流人口の拡大に寄

与できるよう取り組んで行く。

【スポーツ保健課】
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地域における生涯スポーツの活性化

スポーツによる交流の促進

各種スポーツ大会の開催や支援

43

検討・対応状況（令和元年6月現在）

基本施策11

施策11-1

施策9-3

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

№ 意見・助言（平成30年10月現在）

42 総合型地域スポーツクラブについては、今後も設立を

促すこと、活動施設の確保、財源の確保、指導者の確保、

会員の確保等の課題に対して指導、支援していただきた

い。

また、旧市内と周辺部の地区との違いを考慮しながら、

地域の実情に応じて進めていただきたい。

総合型地域スポーツクラブの設立については、これま

で新たな進展がない状況が続いてきていたが、今年度よ

り各団体に対し認証書が交付されるなど、新たに取り組

む機運の醸成が図られつつあることから、既設団体の課

題の解決や、新設に伴う諸問題等を整理し、より良い支

援ができるよう取り組んで行く。

このようななか、先進的に取り組んでいるほなみふれ

あいスポーツクラブは、設立から運営においてリーダー

を中心に会員の協力を得ながら会員を増やし活動を行っ

ており、使用する施設についても自分たちで確保し改善

を行ってきていることから、地域における関係者の熱意

とスポーツの楽しさを共有することが重要であること、

体育協会やその他の団体と協力しながら実施しているこ

となどを未設立の各地域に周知し、新設に取り組む意識

の盛り上がりを促していきたい。

また、既存クラブへ会員増に向けた取り組みに対する

補助を行うなど、引き続き既存クラブの会員の確保、増

加に向けた支援を行っていく。

【スポーツ保健課】

FISスキージャンプワールドカップレディース蔵王大会

は、市内で行われる数少ない国際大会である。山形を世

界に知らしめると言うことからすれば、この大会の意義

は非常に大きい。今後ともこの大会を続けていくために

は、今後とも市民の協力が欠かせない。

観客数が年々減少していく中で、2017年大会、2018年

大会と延べ観客数が増加したことは喜ばしいことである。

当初の目標値2,000人を大きく上回っているが、大会をさ

らに盛り上げ、大会の重要性を市民がみんなで再認識す

るためにも、この目標値を高く設定し、一層奮励努力し

ていただきたい。

スポーツ・イベント開催によるまちの活性化を積極的

に行っているお隣の仙台市でも、スキージャンプなどの

冬季種目の大会を開催することはできない。スキージャ

ンプ大会、ましてや国際大会を開催できることは山形市

が持つ絶対優位性である。今後ともこれを最大限に生か

し、山形市の活性化につなげていくべきだと思う。

スキージャンプワールドカップは、国内では札幌・白

馬・蔵王の3カ所でしか開催されないという絶対的優位性

がある大会となっていることから、それを活かした周

知・PRを徹底し、サマーヒルも活用し更なる集客増を図

り、交流人口の拡大に寄与していきたい。

2019年大会では8,400人と観戦者数が若干減少している

が、目標値を8,500人に設定し、さらに満足度を高める取

組を実施することにより観戦者数の増を図るとともに、

市民の重要性の認識と協力意識の向上を図っていきたい。

2020年に向けては、大会運営業務の一部を業務委託す

ることにより、効率化を図るるとともに、観戦者の満足

度を高めるために取り組んでいきたい。

【スポーツ保健課】
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■教育委員会活動状況

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

44

45

46

教育委員会の活動状況が詳しく記載されており、活動

内容がよくわかる。教育委員会開催状況だけでなく、非

公式な教育懇談会についても懇談内容が漏れなく記載さ

れている。さらには、学校訪問、公開研究会、会議、大

会、研修等への参加状況もよくわかる。教育委員会が市

民への説明責任を果たすということから言えば、ここ数

年著しく改善されたと思う。

これまで繰り返し述べているが、非公式な教育懇談会

での協議が重要な意味を持っていると思っている。教育

懇談会での自由な協議により、関係各課の横のつながり

を強化し、教育行政の効率化を促進することが可能にな

るとともに、事前に協議しておくことにより、問題発生

時に迅速かつ適切に対処できるようになる。

今日世間一般で問題になっているいじめの問題につい

ては、教育委員会として各学校でどのような状況にある

のか常時把握しておく必要がある。そうすれば、問題が

深刻化する前にタイムリーかつ適切に対処できるし、問

題の発生を未然に防ぐこともできる。

学校現場の教職員にはいじめ問題の共有化を図り、一

人でこの問題に対処しないこと、学校全体が一体となっ

て取り組むこと、いじめ問題について定期的に教育委員

会に報告をすること、これらのことを各学校に徹底して

いただきたい。これは仙台市のいじめ問題についての辛

い経験から得た教訓でもある。

教育委員会の活動状況については、教育長・教育委員

の会議や研修会への参加状況を中心に、教育委員会会議

及び教育懇談会の件名等を全て記載するように努めた。

教育懇談会は、全所属長が出席し、各所属の課題や各

種事業の実施状況などの報告等、さまざまな情報をもと

に意見交換を行い、教育委員会の自由な協議等の場とし

て開催している。これにより、教育委員と事務局におい

て共通認識を持つことができ、各所属間の横のつながり

が強化されるなど、教育委員会全体として、教育行政の

効率化を図るための大変重要な場となっている。

いじめ問題については、教育懇談会において「山形市

立小中学校におけるいじめの状況」を報告するとともに、

事案が発生した際は、発生時の状況から経過、結果まで

迅速かつ的確な報告に努め、継続的な情報提供を行った。

なお、全小中学校を対象に、「いじめ・不登校調査」

を毎月行っており、現状把握に努めるとともに、その調

査結果について、教育委員に毎月定期的に報告を行い、

情報の共有に努めた。

また、学校現場においては、学校ごとに「学校いじめ

防止基本方針」を策定し、教員が一人で対処することの

無いよう、いじめに対し組織的に対応する体制づくりを

確立し、対処している。

教育懇談会については、今後とも、各所属の諸課題等

に係る自由な意見交換の場として、積極的に活用してい

きたい。

【管理課】

平成29年度には市長の出席のもとで総合教育会議は2回

開催された。評価者は総合教育会議の成り行きに注目し

ている。総合教育会議は首長と教育委員会の2つの執行機

関の協議・調整の場と位置付けられている。双方の問題

意識の共有化、認識の統一を図るため、できるだけ多く

開催していただきたい。

教育長を含む教育委員と市長が公式、非公式に話し合

う機会を多く持つことは、児童生徒の生命・身体の危険

事態発生の未然防止、発生した時の適切な対処のために

必要と思われる。そのことがいま求められている「開か

れた」教育委員会を作り上げていくことになるはずであ

る。

総合教育会議は、平成27年度に1回、平成28年度に2回、

平成29年度に2回、平成30年度に2回開催し、平成30年度

は、「ICT環境整備の推進について」「部活動の在り方に

ついて」協議し、市長と教育委員会が、十分な意思の疎

通を図り、教育に係る諸課題に対して情報を共有し、意

見交換を行い、連携して効果的に教育行政の推進を図っ

た。

令和元年度においても、2回の総合教育会議の開催を予

定しており、直面している教育に係る諸課題について、

現状や今後の方向性などについて意見交換を行い、課題

や必要性について、認識を共有する場として活用してい

きたい。

今後も市長と教育委員会が教育行政の方向性を共有し、

２者が意思の疎通を図ることができる有意義な会議とな

るよう、開催を進めていきたい。

【管理課】

山形市の教育委員会の活性化については、平成28年9月

に実施した全国都道府県・政令指定都市及び市町村教育

委員会の現状に関する調査から、どの項目においても充

実、活性化していることをお話してきましたが、平成29

年度についても、例年以上に充実した諸会議（総合教育

会議、定例会議・教育懇談会等）、計画訪問や、学校視

察、研修会が実施されていることを高く評価したい。

現在、教育委員会において、原則月1回開催の教育委員

会会議定例会及び教育懇談会、必要に応じ開催される臨

時会、学校訪問や所管施設の見学のほか、各種研修会、

小中高校長との懇談会を開催するとともに、年間を通し

て様々な会議・大会に数多く出席している。

なお、学校訪問においては、原則として、教育委員全

員が参加しており、授業を参観するとともに、学校経営

の状況等について、学校長と毎回懇談を行っている。

学校訪問や所管施設の見学については、教職員や施設

職員から現場の声を直接聞くことで、教育現場の諸課題

や施設自体の課題などの実態を把握するために大変重要

であることから、今後も継続して実施していきたい。

【管理課】
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47

№ 意見・助言（平成30年10月現在） 検討・対応状況（令和元年6月現在）

教育委員は、地方公共団体の教育行政の運営に重要な

責任を負っており、職務の遂行に当たっては、不断の研

鑽に努める必要がある。このため、教育委員に対する研

修を積極的に進めていく必要があると考えている。

県や諸団体が主催する会議、大会、研修会等へ数多く

参加し、研鑽に努めていることを評価すると共に、有識

者や教育委員ＯＢ、庁内幹部職員等を招聘した独自の研

修会を開催することも検討していただきたい。

教育委員が定例的に参加している研修会としては、5月

に開催される山形県市町村教育委員会協議会研修会、7月

に開催される東北六県教育委員会連合会教育委員・教育

長研修会、8月に開催される山形県市町村教育委員会大会、

11月に開催される学校保健大会があり、それらの研修会

に参加することや、様々な施設訪問を通じて研鑚に努め

ている。

また、独自の研修会・見学等については、平成30年度

において、図書館長の説明による市庁舎内美術品見学会

を実施した。

今後も、教育委員会にとって、有意義な研修会や意見

交換の場を設定する等、工夫していきたい。

【管理課】

平成30年2月に、「山形市教育振興基本計画」が策定さ

れ、今年度から、新たな山形市教育振興基本計画での教

育行政、教育が進められていることと思うが、定期的に

評価、改善するなど進行管理をしっかりしていただきた

い。

これまでの計画では示されなかった「学校経営」

「学力向上」「防災教育」等や、全般にわたって強化さ

れた施策となっている「チーム学校」「学校と家庭・地

域の連携」「教育行政と他機関の連携」などの連携によ

る教育の充実にも期待したい。その他にも、市民の主体

的学習を支援する図書館運営や、文化財の保存・継承か

ら活用への移行、全国にも誇れる「スポーツ振興に関わ

る取組」等にも期待する。

新たな「山形市教育振興基本計画」に基づいた「教育

委員会事務の点検及び評価」を毎年度実施し、自己点検

を行い、また、外部評価員から評価をいただき、その結

果を公表し市議会に報告するとともに、事務事業の見直

しや改善に活用し、計画の進行管理を行っていく。

また、毎年度当初に、所属ごとに定める「教育委員会

各所属の運営方針」において、「山形市教育振興基本計

画」における「学校教育の充実」「生涯学習の推進」

「地域の歴史・文化の継承」「スポーツの推進」の4つの

「施策の方向」に沿った形で、「学校経営」や「学力向

上」等を盛り込んだ、新たに力点をおいて取り組むべき

各施策、並びに今後も継続して取り組むべき各施策の方

向性を明確に示し、各種事業の着実な推進を図っていく。

【管理課】
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４　平成３０年度事務事業体系図

学校経営の充実 学校教育課

課題解決力を育てる授業の実践 学校教育課

確かな学力の育成 学校教育課

発達段階に即した体験活動 学校教育課

学校教育課

少年自然の家における学校教育への支援 少年自然の家

国際理解教育と郷土愛を育む教育の推進 学校教育課

ＩＣＴ教育の推進／ＩＣＴ環境整備の推進 学校教育課

学校教育課

環境・福祉教育の充実 学校教育課

学校教育課

特別支援教育の推進 学校教育課

個別支援の充実 学校教育課

学校及び教職員の特別支援教育力の向上 学校教育課

教職員研修の充実 学校教育課

校内研修の充実／教員の指導力の向上 学校教育課

教職員の健康保持と働き方改革

健康に関する教育の推進 スポーツ保健課

学校体育の充実 スポーツ保健課

適切な運動部活動の推進と外部人材の活用 スポーツ保健課

スポーツ保健課

健康診断・環境衛生検査等の保健管理の充実 スポーツ保健課

安全教育の徹底 学校教育課

防災教育の徹底 管理課

豊かな感性を育む教育の充実 学校教育課

子どもの自立を支える生徒指導の充実 学校教育課

生徒指導・相談体制の強化 学校教育課

いじめ等の問題行動や不登校の予防と対応 学校教育課

児童生徒理解に基づいた指導 学校教育課

体罰等の不適切な行為の絶無 学校教育課

安全・安心な給食の提供 学校給食センター

学校給食における食育の推進 学校給食センター

楽しい給食の実施 学校給食センター

学校給食費未納対策の推進 学校給食センター

安全・安心な学校施設の整備と充実 管理課

頁

1-2

2

52

53

55

55

56

48

41

44

45

45

49

50

50

51

51

37

37

38

38

39

39

33

33

34

34

35

35

36

36

45

40

40

48

46

46

47

47

2-7 1

学校教育課
スポーツ保健課

1

2

1

2

3

4

山形市小学校体育連盟・山形市中学校体育連
盟との連携

1

2

3

1

2

1

2 いのちの尊さと人間としての生き方を学ぶ学
習の推進

3

4

5

1

2

1

2

3

6

2

3

3

1

2

3

学校教育課
スポーツ保健課

情報ネットワークの推進運営と情報モラル教
育の推進

食育の推進 スポーツ保健課

地域や関係機関と連携した体験活動

施策の方向 基本施策 施策 ■取組

科学・技術教育の推進

4

5

1

担当課

1 1 1-1

1-3

2-4

2-3

2-2

2-1

2-6

2-5

1

2

3

1

2

1-5

1-4

主体的・協働的・創造的
に学ぶ授業づくりの推進
と確かな学力の育成

魅力ある学校
づくり

学校教育
の充実

価値ある豊かな体験活動
の充実

時代の変化に対応した教
育の推進

一人ひとりの教育的ニー
ズに応える特別支援教育
の充実

教職員研修の充実と指導
力の向上

安全・安心の
学校づくり

生命を守る安全教育と防
災教育の徹底

生徒指導・教育相談体制
の充実

子どもの人格を大切にす
る学校づくりの推進

いのちの教育の充実

学校給食の充実

学校施設の整備と充実

健やかな心身の育成
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組織的に取り組む教職員の資質の向上 学校教育課

学校のマネジメント機能の強化 学校教育課

専門性に基づくチーム体制の構築 学校教育課

学校と家庭や地域との連携・協働 学校教育課

一貫性のある円滑な連携の推進 学校教育課

保護者と共に考える姿勢の重視 学校教育課

教育実践に関わる情報の積極的な発信 学校教育課

家庭・地域との連携・協力の推進 学校教育課

学校教育課

学校教育課

望ましい学校規模の実現についての検討 学校教育課

学校法人への補助事業の実施 学校教育課

児童生徒の就学の適正運用 学校教育課

学校教育課

組織的に取り組む教職員の資質の向上

生涯学習に関する環境の整備 社会教育青少年課

社会教育団体の育成及び支援 社会教育青少年課

市民の立場に立った図書館サービスの充実 図書館

ＩＣＴを活用した情報提供の推進 図書館

資料の収集・整備・保存とその提供の充実 図書館

多様な学習の機会や活動・発表の場の提供 図書館

子どもの年齢に応じた図書館サービス 図書館

学校図書館との連携と学校教育活動への支援 図書館

広報･広聴及び情報発信の充実 図書館

市民参加による図書館運営 図書館

質の高いサービスを支える体制の整備 図書館

社会的要請学習と地域づくり学習の推進 社会教育青少年課

公民館職員研修実施体制の充実 社会教育青少年課

学校・地域との連携協働 社会教育青少年課

「成人の祝賀式」の開催 社会教育青少年課

子ども自身による体験学習の場の提供 少年自然の家

親子によるふれあいの場の提供の推進 少年自然の家

自然と共生する事業の充実 少年自然の家

野外活動センターの事業の充実 少年自然の家

社会貢献活動の推進 少年自然の家

施設環境の整備の推進 少年自然の家

職員研修の充実 少年自然の家

52

6

3

経済的に課題を抱えている子どもたちに対す
る支援

87

88

88

89

71

72

73

74

75

1

76

64

67

69

70

70

学校教育課
商業高等学校

82

82

85

85

86

87

77

78

78

79

80

81

64

63

60

60

61

61

62

60

頁

61

62

62

63

63

1

2

3

8

9

1

2

3

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）
の設置

1

2 生涯学習に関する情報の提供 社会教育青少年課

3 市民の生涯学習活動への支援 社会教育青少年課

2 充実した先進的な教育環境の整備 商業高等学校

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

2

3

1

4

3-3 1

担当課

1

2

3

1

施策の方向 基本施策 施策 ■取組

1

3-4

3-2

3-1

66

若者の本県回帰・定着促進に向けた奨学金返
金支援

5-1

4

4

1

2

3

4

5

6

7

4 4-1

各種利用団体への支援 少年自然の家

5-2

5-3

6-1

6-2

良好な教育環境と教育の
機会均等の推進

家庭、地域との連携の充
実

学校間・校種間の連携の
充実

「チーム学校」による連
携の充実

連携による教
育の充実

山形市立商業高等学校に
おける教育内容の充実

将来の山形市
を担う人財の
育成

生涯学習支援体制の充実生涯学び、人
と地域とかか
わり、よりよ
い社会を築く
人づくり

生涯学習
の推進

市民の主体的学習を支援
する図書館運営

市内小中学生を対象とし
た自然体験活動を通して
生きる力を育む自主事業
の実施

恵まれた自然
環境での体験
活動を通した、
心身ともに健
全で豊かな人
づくり 広く市民が「自然と人間

の共生」について学ぶ環
境整備の推進

社会教育事業の推進

学校教育
の充実

- 30 -



青少年の健全育成体制の充実 社会教育青少年課

青少年健全育成団体等への支援・協力 社会教育青少年課

子どもの安全・安心対策の組織的推進

子どもの安全・安心を地域で守る体制の充実 社会教育青少年課

緊急情報の迅速な配信 社会教育青少年課

有害広告・有害図書等の監視・調査 社会教育青少年課

薬物乱用防止の啓発 社会教育青少年課

街頭指導の実施 社会教育青少年課

少年相談の実施 社会教育青少年課

研修会の実施 社会教育青少年課

広域連携の推進 社会教育青少年課

有形文化財の保存 社会教育青少年課

民俗文化財の保存 社会教育青少年課

史跡名勝天然記念物の保存 社会教育青少年課

その他文化財の保存 社会教育青少年課

文化財の活用と情報発信 社会教育青少年課

郷土館の運営の充実 社会教育青少年課

郷土資料収蔵所の運営の充実 社会教育青少年課

文化財保存活用地域計画の作成の検討 社会教育青少年課

スポーツ保健課

レクリエーションスポーツの育成 スポーツ保健課

障がい者スポーツの理解と環境づくりの推進 スポーツ保健課

幼児期におけるスポーツ機会の拡充 スポーツ保健課

「山形シティマラソン大会」の開催 スポーツ保健課

「山形市民スポーツフェスタ」の開催 スポーツ保健課

プロスポーツの観戦や交流の機会の拡充 スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ保健課

体育振興団体（地区体育振興会）等への支援 スポーツ保健課

学校体育施設の有効活用 スポーツ保健課

総合型地域スポーツクラブへの支援 スポーツ保健課

7 902
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109

109

106

107

107

108

108

108

103

103

105

105
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106

98

99

99

100

101

102

94

95

95

96

96

98

91

92

92

93

93

94

91

頁

6

7

5

社会教育青少年課

1

2

3

1

2

3

4

青少年のインターネット適正使用の啓発 社会教育青少年課

3

2

3 社会教育青少年課

1

2

3

1

埋蔵文化財の保存

4

1

1

2

3

1

2

3

4

5

「山形市民スポーツフェスタ」の開催（再
掲）

山形市スポーツ推進委員協議会との共催によ
るスポーツ教室の開催

山形市健康づくり運動普及推進協議会との連
携事業の推進

1

2

2

3

2

3

社会教育青少年課
スポーツ保健課

1

3 8

体育協会、山形市体育・スポーツ総合推進本
部等との連携による各種スポーツ教室の開催

青少年が抱える問題の相談機関・専門機関と
の連携・周知

4 9

施策の方向 基本施策 施策 ■取組 担当課

17-1

7-2

7-3

7-4

8-1

8-2

8-3

9-1

9-3

9-2

家庭・学校・
地域と連携し、
次代を担う健
全な人づくり

青少年の健全育成活動の
充実

児童・生徒の登下校時等
の安全・安心確保

青少年を取り巻く環境の
改善

青少年を見守る街頭指
導・少年相談の充実

地域の特色ある文化財の
保存

地域の特色ある文化財の
活用

これからの時代にふさわ
しい文化財の継承の推進

地域の歴
史・文化
の継承

文化財を正し
く理解し、郷
土に誇りをも
つ人づくり

スポーツ参画人口の拡大生涯にわたっ
てスポーツに
親しむ健康な
人づくり

スポーツ
の推進

スポーツを通じた健康増
進

地域における生涯スポー
ツの活性化

生涯学習
の推進
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スポーツ保健課

各種大会等出場に対する支援 スポーツ保健課

市長褒賞制度の顕彰 スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ指導者バンクの活用 スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ少年団活動に対する支援 スポーツ保健課

「山形シティマラソン大会」の開催（再掲） スポーツ保健課

スポーツ保健課

各種大会の誘致と開催に対する支援 スポーツ保健課

「モンテディオ山形」への支援と連携 スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ保健課

スポーツ保健課

年間を通してスポーツができる環境づくり スポーツ保健課

市民のニーズに応じた今後の施設整備の検討 スポーツ保健課

交流人口拡大に向けた拠点施設の検討・充実 スポーツ保健課

広域利用に資する施設整備の検討 スポーツ保健課

スポーツ保健課

既存施設の安全性の確保や利便性の向上 スポーツ保健課

117

117

118

118

118

119

114

115

115

115

116

117

112

112

112

113

114

111

111

111

頁

2

3

1

2

「スキージャンプワールドカップレディース
蔵王大会」の開催

2

担当課

1

2

山形市体育･スポーツ総合推進本部、体育協
会等との連携による選手強化

山形市体育･スポーツ総合推進本部、体育協
会等との連携による指導者養成

山形市体育･スポーツ総合推進本部による選
手強化

12 1

2

3

12-1

12-2

12-3

2

10-3

11-1

1

2

3

1

2

11-2

11-3

1

2

11 1

1

施策の方向 基本施策 施策 ■取組

10-2 1

4

114

「パスラボ山形ワイヴァンズ」「東北楽天
ゴールデンイーグルス」との連携

２０２０年東京大会の事前合宿の誘致とサ
ポート

ホストタウン構想等に基づく各種交流事業の
実施

健康の維持と増進に寄与し、気軽に利用でき
る施設の整備

山形市公共施設等総合管理計画に基づく施設
マネジメントによる長寿命化等の推進

10 10-1アスリートの
活躍を支える
競技スポーツ
の推進

スポーツ指導者の養成と
活用

競技スポーツの活性化と
支援

各種スポーツ大会の開催
や支援

ジュニア選手の育成と競
技力向上

スポーツによ
る交流の促進

プロスポーツとの連携の
推進

２０２０年東京オリン
ピック・パラリンピック
競技大会の事前合宿誘
致・サポートやスポーツ
交流等の推進

市民のスポー
ツを支える環
境整備

身近なスポーツ施設の充
実

県都の機能を生かしたス
ポーツ施設の充実

安全に利用しやすいス
ポーツ施設の環境整備

スポーツ
の推進
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